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札幌市議会第一部決算特別委員会記録（第６号） 

令和７年（2025年）10月21日（火曜日） 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

●議題 付託案件の審査 

●出席委員 32名（欠は欠席者） 

    委 員 長  松  原  淳  二       副 委 員 長  藤  田  稔  人 

  欠 委   員  勝  木  勇  人       委   員  高  橋  克  朋 

    委   員  こんどう  和  雄       委   員  細  川  正  人 

    委   員  よこやま  峰  子       委   員  こじ ま  ゆ  み 

    委   員  伴    良  隆       委   員  松  井  隆  文 

    委   員  村  松  叶  啓       委   員  小須 田  大  拓 

    委   員  山  田  一  郎       委   員  小  野  正  美 

    委   員  ふじわら  広  昭       委   員  村 上   ゆう こ 

    委   員  中  村  たけ し       委   員  かん の  太  一 

    委   員  うるしはら  直  子       委   員  おんむら  健太 郎 

    委   員  森    基誉 則       委   員  福  田  浩太 郎 

    委   員  丸  山  秀  樹       委   員  前 川   隆  史 

    委   員  森  山  由美 子       委   員  熊  谷  誠  一 

    委   員  小  形  香  織       委   員  太  田   秀 子 

    委   員  長  屋  いず み       委   員  坂  元  みちたか 

    委   員  山  口  かず さ       委   員  成  田  祐  樹 

    委   員  丸 岡   守  幸 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

      開 会 午後１時 

    ―――――――――――――― 

●松原淳二委員長  ただいまから、第一部決算

特別委員会を開会いたします。 

 報告事項でありますが、勝木委員からは欠席す

る旨、届出がありました。 

 それでは、議事に入ります。 

 第２款総務費 第２項 市民生活費中関係分の

質疑を行います。 

●山田一郎委員  私からは、客引き行為等防止

の取組について伺います。 

 まず、国際的な観光都市を目指す札幌にとっ

て、その顔とも言うべきすすきのが、国内外から

訪れる人々を温かく迎え入れ、市民が誇りを持て

る、健全で品格のあるまちであり続けることは、

極めて重要であります。 

 私、すすきのの魅力や価値を損なう要因が三つ

あると考えておりまして、それが路上の放置自転

車、路上喫煙によるたばこのポイ捨て、そして、

客引き行為であり、これらの対策が急務であると

考えております。 

 放置自転車につきましては、今年の予算特別委

員会において、我が会派が取り上げ、建設局の自

転車対策担当課において、駐輪場の整備や放置禁

止区域の指定に向けた検討が進んでいるところで

あります。 

 路上喫煙については、環境局の事業廃棄物課に

おいて、制限区域拡大の方向で検討が進められて

いると把握しておりますが、当初、すすきの地区

が拡大される予定の制限区域に含まれておらず、

この点については後ほど改めて触れますが、先の

環境局における決算特別委員会においても指摘を
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したところであります。 

 そして、客引き行為については、今年の予算特

別委員会において、我が会派においても取り上げ

たところでありますが、状況はいまだに深刻であ

り、継続して状況を注視していく必要があると考

えております。 

 日々、客引き行為等防止指導員の方々が懸命に

巡回指導している姿は承知しておりますが、若者

が軽い気持ちで行うアルバイト感覚の客引きか

ら、特定の飲食店や風俗店と結びつき、いわば、

なりわいとしている悪質・常習的な客引きまで、

様々な客引きが存在しており、その取締りには相

当な苦労があるのではないかと想像するところで

あります。 

 そこでまず質問ですが、指導や勧告といった巡

回指導の直近の状況はどうなっているのか伺いま

す。 

●田口地域振興部長  客引き等防止指導員によ

る巡回指導の状況につきましてでございます。 

 巡回指導員による指導件数につきましては、令

和７年４月から９月末までの実績は、口頭指導が

6,692件と、前年度の同期と比較して約１割増加

しております。 

 また指導については29件、勧告については７件

実施しており、これらは前年度とほぼ同数で推移

しているところでございます。 

 さらに、より重い措置の命令、過料及び氏名公

表につきましては、命令が３件、過料が２件、氏

名公表が１件と、昨年度がいずれも０件だったの

に比較し、増加しております。 

 条例に定める段階的な措置につきまして、過料

や氏名公表といった重い措置に至る事案が比較的

少数となっておりますのは、その前段階における

指導員による粘り強い指導の結果であると分析し

ているところでございます。 

 実際に、指導員の日々の巡回報告の中で、指導

や勧告を行った後、路上で見かけなくなった行為

者もいることが確認されており、条例に基づく指

導員による巡回が抑止力として機能しているもの

と考えております。 

●山田一郎委員  ありがとうございます。 

 直近の巡回指導状況でございまして、口頭指導

6,692件と１割上がっているということで、また

条例で定められている指導、勧告、命令または過

料、そして氏名公表といった措置も取られている

ところでありました。 

 これらの巡回指導が多いことが全て望ましいと

は思いませんが、指導等の対象となる行為がなさ

れているのであれば、適切に対処できるように、

引き続き努めていただきたいと思います。 

 次に、路上喫煙・ポイ捨て対策と客引き行為の

防止の関係について触れたいと思います。 

 先ほど申し上げましたが、環境局において、路

上喫煙制限区域の拡大が検討されており、すすき

の地区への拡大も含めて検討していると答弁がな

されたところであります。 

 また、環境局の決算特別委員会の翌日に、すす

きの観光協会と地元豊水町内会が連名で、路上喫

煙制限区域の拡大について、秋元市長に要望書を

提出したところでもあります。 

 私が現場で見たりですとか、また、私のもとに

寄せられている声を聞く限りでありますが、路上

にたむろして、タバコを吸って、その吸い殻を路

上に投げ捨てる、その多くは、客引き行為者たち

ではないかと感じているところであります。 

 すすきのでの路上喫煙を制限し、彼らに路上で

の滞留そのものを許さない環境をつくることが、

客引き対策としても極めて有効ではないかと考え

ます。 

 公共の場所での喫煙の制限、また、タバコの吸

い殻のポイ捨てを禁止する根拠となる、ポイ捨て

等防止条例では、美しいまちづくりを推進し、

もって市民の安全で快適な生活環境、さらには観

光都市札幌にふさわしい環境を確保することを目

的に掲げております。 

 また、客引き行為等防止条例では、公共の場所

を安全に安心して通行し、また、利用することが

できる環境の確保を図り、もって魅力と活力のあ
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る安全で安心なまちづくりに寄与することを目的

としております。 

 このように、路上喫煙の対策は環境局、客引き

行為等の対策は市民文化局と、所管が異なること

は承知しておりますが、環境を整備するという目

的は同じはずであり、路上喫煙制限と客引き行為

等の防止は、それぞれの取組が相乗効果を生むの

ではないかと考えます。 

 そこで質問ですが、すすきの地区の環境をより

よくしていくために、路上喫煙やポイ捨ての防止

の対策を所管する環境局と連携して、取組を推進

していくべきと考えますが、いかがか伺います。 

●田口地域振興部長  客引き行為の防止と路上

喫煙の制限の取組の連携についてでございます。 

 委員ご指摘のとおり、路上喫煙の制限と客引き

行為等の防止は、対象とする行為は異なるものの

市民や観光客の安全・安心を守り、快適で魅力あ

るまちづくりを進めるという点で、その目的を同

じくするものと考えております。 

 喫煙制限区域における路上喫煙の防止は、客引

き行為者の路上での滞留を一定程度抑制し、結果

として、客引き行為が行われにくい環境を創出す

ることにつながり得ると同時に、客引き行為等の

防止は、路上喫煙やポイ捨ての減少にも資すると

考えております。 

 したがいまして、路上喫煙やポイ捨て防止の対

策を所管する環境局と情報共有を行うなど、必要

な連携を行い、一体となって安全で安心な魅力あ

るまちづくりに努めてまいりたいと考えておりま

す。 

●山田一郎委員  ありがとうございます。 

 答弁のとおりでありますが、同じ思いを持っ

て、魅力あるまちづくりを進めるために、この必

要な連携を取っていくということでありました。 

 すすきのの魅力向上、これは観光客のためでも

ありますが、もちろん日々そこで暮らし、また

我々働く市民のためのものでもあると考えます。 

 これは環境局の質疑でもお伝えしたのですが、

現在、新ＭＩＣＥ施設整備の検討が進められてお

ります。当然そこで宿泊する方々の多くは、すす

きので飲食することが想定されます。 

 そのような観点からも、国内外からさらに多く

のお客様をお迎えするに当たり、誰もが安全・安

心に楽しめるクリーンなまちすすきのを実現して

いかなければならないと考えております。 

 本日取り上げた客引き、路上喫煙によるたばこ

のポイ捨て、放置自転車、この問題はそれぞれ所

管が市民文化局、環境局、建設局と分かれている

ものの、全てが絡み合ったすすきのの課題である

と考えます。縦割りではなく、関係部局が一体と

なって、すすきの浄化に取り組むという強い意志

と覚悟が不可欠であると思います。関係部局と緊

密に連携し、安全で清潔で、札幌市民誰もが誇れ

るすすきの、また、国内外からの観光客が、誰も

が訪れたいすすきの、この実現に向けて努めてい

ただくことが必要な旨申し述べて、私からの質問

を終わります。 

●森 基誉則委員  私からは、項目としては一

つ、町内会・自治会支援の取組の一つである町内

会アドバイザー派遣制度について伺っていきま

す。 

 町内会は、防災や防犯、環境美化などで重要な

役割を担う地域コミュニティの中核であると思っ

ています。 

 しかし、昨今の急速な社会情勢の変化により、

町内会を取り巻く環境や活動は、大きな影響を受

けています。 

 特に、新型コロナウイルスの感染拡大期には、

地域で活動を一時的に中断せざるを得ない状況が

続きました。結果として、それまで培ってきたイ

ベントにおける実施手段などのノウハウが失われ

たという声を多く聞きました。 

 また、札幌市が町内会・自治会に定期的に行っ

ているアンケート結果から、新型コロナウイルス

感染拡大前の2019年と、コロナの感染症法上の位

置付けが５類に移行した後の2023年を比べてみた

ところ、町内会役員の年代構成は、最も多い70歳

代が44.2％から55.2％と11ポイント上昇したのに
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対し、60歳代は39.5％から23.1％と16ポイント低

下しています。 

 このことから、コロナ期に役員の高齢化が進

み、担い手不足に拍車がかかったと推察されま

す。 

 加えて、このところの物価高騰も町内会の各種

行事に影響を与えていると聞いており、町内会の

運営環境は厳しさを増しています。 

 さらに、単身高齢世帯の増加や、突発的で劇的

な大雨の発生といった、これまでに経験のないよ

うな多様な課題に対応することも必要です。 

 そのためには、孤独・孤立対策や災害時の共助

といった、人と人とのつながりによる取組が欠か

せません。将来予測が困難で、不確実性の高い時

代にこそ、地域の力は重要であり、本市は社会情

勢の変化に適応しながら、町内会が活動を続けら

れるよう、地域に寄り添っていくことが重要だと

考えます。 

 このような状況下、本市は町内会支援の一環と

して、様々な課題を抱える町内会に対し、まちづ

くりの専門家を派遣して、地域の課題解決に向

け、共に考え、今後の活動のアドバイスを行う町

内会アドバイザー派遣制度という支援事業を2015

年度から実施してきました。開始から10年が経過

する事業ですが、十年一昔とも言いますし、支援

の在り方は社会情勢に合わせて変えていくべきだ

と考えますので、いくつか質問をさせていただき

ます。 

 では、早速最初の質問です。 

 町内会アドバイザー派遣制度のこれまでの利用

実績と、どのような課題への相談が多かったの

か。また、町内会はどのように受け止めているの

か伺います。 

●奥木市民自治推進室長  町内会アドバイザー

派遣制度のこれまでの利用実績について、お答え

をいたします。 

 平成27年度から令和６年度までに、延べ112団

体の町内会・自治会に対しまして、合計422回の

アドバイザー派遣を実施してきたところでござい

ます。 

 取り上げた課題といたしましては、担い手不足

が全体の46％と最も多く、次いで運営体制や活動

内容の見直しが28％、デジタル化に関するものが

14％と続き、これら三つのテーマで約９割を占め

ております。 

 また、アドバイザーの支援を受けながら、全体

の約４割で住民アンケートを実施しており、町内

会の課題の共有を図りながら、活動全般に対する

住民の意見やニーズを把握し、様々な対策検討の

基礎資料としていただいているところでございま

す。 

 実際に派遣を受けた町内会からは、課題に取り

組むための手順が分かった、運営スタッフとして

手伝ってくれるサポーターの発掘ができたなど、

総じて好意的な評価が寄せられております。 

●森 基誉則委員  実際に制度を利用したのが

442件。担い手不足とか、デジタル化といった昨

今の課題に取り組んでいる町内会が多いと。しか

も、その町内会からは好評であるということが分

かりました。 

 札幌市が町内会に専門のアドバイザーを派遣

し、地域に寄り添った支援を長年行っているとい

うこともよく分かりました。 

 しかし、町内会の課題というのは、それぞれの

地域の実情が複雑に関係する場合もあることか

ら、一つの町内会に対して、数回アドバイザーを

派遣するだけでは、課題の解決に向けて細やかな

対応をすることは容易ではないとも思っていま

す。 

 その対策として、例えば、地域の状況に応じ

て、アドバイザーの派遣回数を単純にではありま

すが、増やしたりとか、アドバイスの質の向上を

図るための取組を進めるなど、さらに事業の成果

が上がるような工夫が必要であり、これにより町

内会の課題解決を進め、制度を利用した満足度を

高めていく必要があるとも考えます。 

 そこで、次の質問です。 

 課題を抱える町内会に対して、より効果的な支
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援を行うための制度の改善について、どのように

考えているのか伺います。 

●奥木市民自治推進室長  効果的な支援を行う

ための制度の改善について、お答えいたします。 

 アドバイザー派遣は、１地区当たり３回から５

回を目安として、検討の進捗に応じて、柔軟に対

応しているものの、地域によっては単年度の支援

では検討が終わらず、更なる支援を求める声もこ

れまでいただいていたところでございます。 

 アドバイザー派遣をきっかけとした地域への課

題解決の動きが途上で終わらないよう、継続的な

支援が重要であることから、令和４年度からは、

前年度に支援を受けた地域を対象とした継続型の

支援枠を設けたところでございまして、昨年度ま

での３年間に５件、今年度は４件の申請をいただ

いております。 

 また、今年度からは、過去にアドバイザーの支

援を受けて行われた取組の状況について調査を開

始し、当事業の効果の確認や課題の把握に生かし

ていく予定であります。 

 今後は、継続型の支援枠の導入による成果や事

後調査の検証などを通じて、地域の実情に応じた

支援ができるよう、制度に工夫を重ねてまいりた

いと考えております。 

●森 基誉則委員  今年度は、継続枠の申請が

増えたということですけれども、今後も社会情勢

に応じて、効果的な課題解決に向けた支援の在り

方を検討し、制度の改善を図っていくということ

を求めておきます。 

 札幌市には、2,100を超える町内会・自治会が

あるんですけども、アドバイザーを活用する上で

は、町内会側にも相応の覚悟といいますか、検討

や準備が必要となってきますので、日常の活動以

上のことに取り組むというのは、少し難しいとい

う町内会も多いと思います。しかし、こうした町

内会こそ、解決したい課題が多いのではないで

しょうか。 

 他方、アドバイザー制度を使って検討される

テーマは、その時々の代表的な町内会の共通課題

を表しているのではないかとも感じています。裏

を返せば、それを知ることができれば、アドバイ

ザー制度の直接的な活用が難しい多くの町内会に

とっても、課題解決の糸口になり得ると考えま

す。 

 そこで、最後の質問です。 

 アドバイザーの派遣を通じて集積されている知

見やノウハウを、全市的に伝えていくべきだと考

えますが、札幌市の見解を伺います。 

●奥木市民自治推進室長 制度によって得られた

知見やノウハウの共有について、お答えいたしま

す。 

 地域の課題の解決に向けた取組事例について、

全市的に情報提供を行うことは重要と認識してお

りまして、今年度、担い手不足やこれからの町内

会運営といった主要な五つの課題について、町内

会活動のヒントとして冊子にまとめ、全町内会・

自治会に送付したところでございます。この町内

会活動のヒントでは、課題に関する検討の手法の

ほか、町内会の取組事例も紹介しており、今後は

アドバイザー派遣で得られた知見や事例を盛り込

んで改訂し、ホームページで周知していく考えで

ございます。 

 また、毎年度、アドバイザー派遣の支援を受け

た町内会を対象に、情報交換を図るための事例報

告会を開催しておりますが、昨年度からは、アド

バイザー制度に関心のある町内会も参加できるよ

う間口を広げたところでございます。 

 今後もアドバイザー制度を含め、各種事業で得

られた知見を、地域に寄り添った課題解決の支援

に生かすとともに、様々な形で地域と情報共有で

きるよう取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

●森 基誉則委員  町内会と一口に言っても、

なかなか一枚岩であるところは少ないようですの

で、相談する、しないの判断が、町内会内でまと

まらないという例もよく聞きます。相談しても意

味がないとか、どうせ解決しないだろうと思い込

んでいる方もいらっしゃるようですので、そう
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いった方々にも理解してもらえるような活動、先

ほどおっしゃった冊子にまとめて送るとか、ホー

ムページや報告会とか、そういったものも本当に

大切なことだと思います。 

 町内会の課題は、実際にはそれぞれの地域の実

情によって、複雑かつ多岐にわたりますので、地

域の状況を把握した上で、札幌市が寄り添いなが

ら、引き続きアドバイザー派遣制度を含めた多面

的な支援をしていただくよう求めて、質問を終わ

ります。 

●森山由美子委員  私からは、自転車マナーに

ついて、サッポロクジラについての２項目につい

て質問をいたします。 

 最初に、自転車マナーについて質問をいたしま

す。先般、若い女性のマウンテンバイク愛好会の

方々と意見交換をする機会があり、彼女たちは札

幌から千歳まで自転車でツーリングをするなど、

本格的な活動を実施しており、さまざまな風景を

見ながら風を切って走る心地よさを語っておられ

ました。 

 また自転車は、二酸化炭素を排出しない環境に

よい乗り物であることや、健康増進にもよい乗り

物であることを力強く語ってくれておりました。 

 自転車の利用推進は、本市のみならず、全道規

模での取組であり、通勤や趣味で自転車を利用す

る方が増えているのだろうと感じる一方で、自転

車の交通事故など、交通事情が気になります。 

 そこで質問ですが、本市の特徴を含めた自転車

が関係する事故や違反など、最近の交通情勢につ

いて伺います。 

●田口地域振興部長  本市の特徴を含めた自転

車が関係する事故や、違反などの最近の交通情勢

についてでございます。 

 本市においては、令和７年８月末までに、自転

車が関係する死亡事故の発生はないものの、人身

事故は438件発生しており、道内の約６割を占め

ております。 

 年代的に見ますと、自転車乗車中の負傷者につ

きましては、20歳未満の若年層の割合が約30％と

高く、特に高校生が全体の約18％を占める状況に

あり、本市におけるその傾向は北海道とおおむね

同様でございます。 

 また、自転車の交通違反の検挙数につきまして

は、札幌市に限定した統計がないため、北海道の

数値でお答えいたしますが、令和７年８月末時点

での検挙数は513件と、昨年同時期と比べ148件増

加しており、昨年11月の法改正により、検挙対象

となった酒気帯び運転の検挙数が139件でありま

すことから、罰則強化の影響が大きいものと考え

ております。 

●森山由美子委員  自転車が関係する交通事故

死亡者が出ていないものの、人身事故は昨年同時

期と比べて増加をしていること、昨年11月の法改

正による罰則強化の結果として、酒気帯び運転な

ど悪質な交通違反の検挙数が上がっているとのこ

とでございました。 

 北海道は車社会でありますが、今後は自動車事

故のみならず、自転車が関係する事故をなくして

いくといった取組が重要だと考えております。自

転車愛好家の方々が言うには、通勤、通学だけで

なく配達などで自転車を使う業界も増えてきまし

たとのことです。 

 そうした中、日々札幌市内を走行しますと、自

転車に対する正しい知識を持たない方が多いと感

じるといった意見が寄せられました。 

 例えば、自転車は歩車道の区別のある道路で

は、車道を通行しなければならないとされている

ので、車道の左端を走行します。しかし、道端に

ある白い線は、大きく分けると２種類あり、歩道

が設置されている場合の車道外側線と歩道の設置

がない場合の路側帯となり、見た目は同じ白色に

実線ですが、存在している場所も意義も違いま

す。 

 私も、自転車は路側帯を走行するものだと認識

をしておりましたが、路側帯は歩道と同じ役割で

あり、自転車の路側帯通行は、著しく歩行者の通

行を妨げない場合に限られているため、基本的に

は路側帯の外、つまり車道部分を走行するのが、
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本来のルールであると教えられました。 

 彼女たちは正しい場所を走行しているにもかか

わらず、自動車にクラクションを鳴らされるな

ど、邪魔者扱いさせられることがあり、自転車利

用者のみならず、自動車の運転者に対しても、自

転車利用に対する正しい知識を発信する必要があ

ると考えます。 

 また、自転車が歩道を走行してもよいのは、標

識で認められている場合、13歳未満の子どもや70

歳以上の高齢者、体の不自由な方や、安全確保の

ため、やむを得ない場合となっていることについ

ても、徹底してほしいとの声が出ました。 

 そのような折、来年４月１日から、自転車違反

に対しても反則金が科せられることになり、こう

した機会に、自転車に関する正しい知識と情報を

札幌市が発信すべきではないかと考えます。 

 そこで次の質問ですが、自動車、自転車相互に

正しい知識を認識させるために、札幌市としてど

のようなルール・マナー啓発や情報発信の取組を

行っているかお伺いいたします。 

●田口地域振興部長  本市におけるルール・マ

ナー啓発や情報発信の取組についてでございま

す。 

 本市では、自転車利用者に対し、スケアードス

トレイト技法を用いた交通安全教室や冊子の配布

などを行うとともに、自動車運転者には年４回の

交通安全運転をはじめとした街頭啓発を実施し

て、幅広い年代に情報が届くよう活動を実施して

いるところでございます。 

 法改正によりまして、自転車に対する反則金制

度が新たに適用されるとともに、自動車が自転車

を追い越す際は、十分な間隔と安全な速度で進行

しなければならない罰則付き義務を課せられるこ

となどから、自転車、自動車双方への情報発信が

必要と考えております。 

 今後は、商業施設の利用者への注意喚起やラジ

オを用いた啓発活動を充実させるとともに、ＳＮ

Ｓや紙媒体など、さまざまなコンテンツを活用し

て、情報発信の取組の更なる充実を図ってまいり

たいと考えております。 

●森山由美子委員  今後、充実をするとのこと

は理解をいたしました。自転車、自動車双方に情

報が伝わるよう、効果的な活動の実施を求めてお

きます。 

 こうした交通安全の取組は、地域においても、

市民が関心を持っている大きな事柄の一つであ

り、民間企業や団体においても、交通安全に対す

る関心は高いものと認識をしております。 

 実際に、社会奉仕団体が地元地域の小学生に自

転車用ヘルメットを配布する活動を行っていると

ころもあるなど、民間の企業・団体が地域住民の

安全を守る一端を担っております。 

 地域の交通事故防止は、官民が一体となって取

り組まなければならない共通の課題であり、とり

わけ市の財政も厳しい中、さらに連携をしなが

ら、効果的な取組を実施する必要があると考えま

す。 

 そこで質問ですが、民間企業・団体と連携した

交通安全活動について、どのような取組を行い、

今後実施していく考えなのか、お伺いをいたしま

す。 

●田口地域振興部長  民間企業・団体と連携し

た交通安全活動についてでございます。 

 本市におきましては、これまでも、新入学児童

への黄色いワッペンの寄贈や、免許証を返納した

高齢者が店舗で特典を受けられる運転免許証自主

返納支援制度に民間企業の協力をいただき、効果

的な活動を推進しているところでございます。 

 また、令和６年からは、交通安全関係団体に協

力をいただき、自転車ヘルメット普及促進モニ

ター事業を実施しております。この事業は、市内

中心部の有料駐車場利用者への実態調査を目的と

するモニター事業であり、アンケートにご協力い

ただいた方から抽選で100名の方に、ヘルメット

を配布するものでございます。 

 初年度は300名を超える応募があり、札幌市内

中心部まで自転車を利用する方の着用を増やすこ

とにより、他の自転車利用者に対するＰＲ効果も
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狙ったものでございます。 

 本市といたしましては、このような交通安全に

関する各種取組にご理解・ご賛同いただける団体

や企業と連携を図りながら、引き続き交通事故の

ない、安心・安全なまちづくりを進めてまいりた

いと考えております。 

●森山由美子委員  交通安全活動の官民の連携

について、理解をいたしました。 

 今回は、昨年度の法改正と来年度の法改正を踏

まえ、自転車事故をなくすための正しい知識の普

及とルール・マナーの啓発に向けて、質問をいた

しました。この機を捉え、しっかりと取組を進め

るよう求めて、この質問は終わります。 

 次に、サッポロクジラについてお伺いいたしま

す。 

 報道などでも既に多く取り上げられております

が、今年の８月、札幌市博物館活動センターと群

馬県立自然史博物館などが取り組んだ研究論文

が、米英の古生物学会などが発行する英文学術誌

に掲載をされました。 

 これは、札幌市南区から発見された化石を他の

ヒゲクジラと比較し、900万年前の新属新種であ

るという発見で、国際的な評価に値する画期的な

研究成果であります。 

 この度のクジラの化石は、新属新種として認め

られたものであり、メガベリーナ・サッポロエン

シスという名前は、和名でサッポロクジラと付い

たことからも、博物館活動センターのこれまでの

尽力に深く敬意を表するとともに、心からお祝い

を申し上げる次第です。 

 この化石は、2008年に市民の方が南区の小金湯

辺りで奇妙な形の岩を見つけ、札幌市博物館活動

センターに持ち込み、学芸員の古沢仁博士がクジ

ラの化石ということを解明。発掘には４年かか

り、骨のクリーニングには、札幌市民や北海道大

学総合博物館の有志の方々で、およそ10年かかっ

たとのことです。 

 巨大な化石の大きなブロックは900キログラム

を超え、デジタルスキャンを導入したり、鯨類に

詳しい複数の道内外の博物館の協力も得て、デジ

タルデータとして化石を扱い、道外からも島根大

学の大平氏の協力を得て、地層に含まれる火山灰

からメガベリーナ・サッポロエンシスの地層が、

およそ900万年前のものであることを解明したも

のです。このように、長い年月携わった市民の皆

様や学芸員の熱い思い、情熱が実を結んだ結果で

あると思います。 

 特に着目すべきは、現在は海に面していない札

幌市でクジラの化石が見つかったことで、昔、札

幌市が海の底であったことの裏付け、証拠になっ

た点にあると思います。 

 そこで確認の意味での質問ですが、海の底だっ

た札幌がどのように変化して、現在のように陸地

になったのか伺います。 

●米森文化部長 札幌が海から陸地になった変化

についてお答えいたします。 

 サッポロクジラの生息していたおよそ900万年

前には、札幌周辺には石狩トラフと呼ばれる深い

海が広がっており、約600万年前から、現在の定

山渓付近で火山活動が活発化し、マグマの上昇や

火山灰などによって、陸地が次第に広がったもの

でございます。その後、土砂の堆積や地殻変動な

どの作用により、およそ10万年前には湿原が広が

る陸地になったものと考えられております。ま

た、札幌が陸地になった後も、海水面が上昇と下

降を繰り返し、札幌は現在のような陸地になった

ものでございます。 

●森山由美子委員  ただいまの答弁からも、か

つて札幌が海だった時代があることを伺うことが

できました。 

 今回のサッポロクジラは、まさに札幌に海が広

がっていた時代の証拠であり、壮大な地球のダイ

ナミズムにも、夢やロマンを感じる方も多いので

はないでしょうか。 

 さて、サッポロクジラの化石は、世界的にも大

変貴重な化石であると伺っております。 

 そこで質問ですが、サッポロクジラの化石は、

どのような点で貴重であるのか伺います。 
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●米森文化部長  サッポロクジラの化石の貴重

性についてお答えいたします。 

 サッポロクジラの化石は大型生物の化石として

は珍しく、全身の約７割が見つかっていることに

加えまして、壊れて残りにくい指の骨なども見つ

かっていることは大変貴重でございます。 

 また、1,500万年前から600万年前までの900万

年間の間は、セミクジラ科の化石が見つかってい

ない空白の時代でございまして、サッポロクジラ

の化石がこの空白を埋めたことで、セミクジラの

進化の謎を解く手がかりとなり、学術的にも意義

のある化石でございます。 

●森山由美子委員  サッポロクジラの化石が、

大変貴重なものであるということが分かりまし

た。学術的にも重要な資料とのことであり、これ

は札幌市にとっても、大きな財産になるものと考

えます。 

 先ほど、セミクジラの化石は進化の謎を解く手

がかりとなるという答弁がありましたが、これほ

どまでの価値があるこのサッポロクジラから多く

のことを学ぶことができますし、更なる研究につ

なげるためにも、広く市民に理解を広げ、協働

し、市の施策として生かしていくことも重要と考

えます。 

 そこで質問ですが、今後どのような研究を進め

ていくのか、また市民や札幌を訪れる方たちなど

広く興味関心を持っていただくために、どのよう

に周知や広報を進めていくのか伺います。 

●米森文化部長  サッポロクジラの今後の研究

と周知広報についてお答えいたします。 

 サッポロクジラの今後の研究につきましては、

例えば、舌の付け根にある骨を調べることで、ど

のような餌を食べていたのかですとか、保存状態

のよいひれの骨を調べて、どのように泳いでいた

かなど、サッポロクジラの当時の生態に迫る研究

を行いたいと考えているところでございます。 

 また、サッポロクジラの周知につきましては、

研究の成果について、随時ホームページに掲載す

るほか、展示やイベント、学芸員による講演会な

どを通じて、最新の情報を分かりやすく発信して

まいりたいと考えております。 

●森山由美子委員  貴重な化石であるサッポロ

クジラは、これまでの博物館活動の大きな成果で

あり、サッポロという名前がついた新属新種の発

見は、市民にとって誇らしいことです。今後も、

博物館活動センターの活動を継続し、新たな発見

につながっていくことを大いに期待いたします。 

 サッポロクジラは、札幌市で発見された貴重な

化石であり、札幌市の自然史、地質学、教育、観

光のいずれの面から見ても、大きな可能性を持つ

地域の財産であります。 

 教育学習資源としての活用として、理科、社会

科の授業で、札幌の成り立ちや地層の歴史を学ぶ

際、かつて札幌が海の底だったという具体的な証

拠として紹介でき、郷土学習の教材として、学び

を深める契機になることでしょう。 

 また、デジタル展示やＡＲ体験などを通じ、広

く市民へ理解を深めていただくことなど、工夫展

開できるのではないでしょうか。 

 札幌に海の時代があったことは、札幌を訪れる

観光客にも新鮮な驚きを与えることになると思い

ます。サッポロクジラの研究成果や札幌の地形の

成り立ちを、例えば、大通公園にある資料館のよ

うな多くの人が訪れる場所に展開することも、ぜ

ひ実現をしていただきたいと思います。 

 また、夢が広がる取組として、サッポロクジラ

ブランドの発信や、札幌の海と陸の記憶を象徴す

る存在として、ロゴやキャラクター化、記念グッ

ズなどの制作など、地域観光の新たな取組とする

など、柔軟な発想でまちづくりや観光などにも活

用することも求めます。 

 地球温暖化によるさまざまな影響が社会に与え

ている今日、地球環境の大きな変化から、私達は

多くのことを受け取り、学ぶことができます。悠

久の地球の歩みから未来への継承を感じ、ＳＤＧ

ｓや共生社会の意味を問い、今の私達に何ができ

るのかの問題提起につながる役割が、サッポロク

ジラを通じて得られる取組となることにも期待を
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いたしまして、私の質問を終わります。 

●長屋いずみ委員  私からは違う角度で、サッ

ポロクジラを取り上げさせていただきます。 

 札幌博物館構想について、４点質問いたしま

す。札幌市における博物館構想は、1994年に札幌

市博物館基本構想委員会が設置され、1996年には

基本構想が提言されました。構想では、「北・そ

の自然と人」を基本テーマに掲げ、札幌の自然の

成り立ちや自然と人のかかわりを総合的に探求す

る、自然系博物館の建設が目指されていました。

その後、計画は先送りされましたが、2001年には

札幌市博物館計画推進方針に基づき、博物館活動

センターが設置され、現在に至っております。 

 この博物館活動センターでは、資料収集や調

査、研究に加え、市民とのパートナーシップによ

る博物館づくりを目指し、多くの市民が参加でき

る普及交流事業なども実施されております。 

 このように、市民とともに長年積み重ねられて

きた地道な取組を踏まえて伺います。 

 現在の博物館活動センターの利用状況は、どの

ようなものなのか伺います。また、これまでどの

ような役割を果たしてきたのか、あわせて、活動

に対して、市民からはどのような意見が寄せられ

ているのか伺います。 

●米森文化部長  博物館活動センターの利用状

況と役割、市民からの意見についてお答えさせて

いただきます。 

 まず一点目の利用状況につきましては、令和６

年度の博物館活動センターの利用者数は約6,700

人であり、保全工事に伴う２か月間の休館期間が

あったものの、月平均の利用者数は、令和５年度

を上回ったところでございます。 

 また、博物館活動センターの来館以外にも、外

部で実施したイベントなどのアウトリーチ活動へ

の参加者数は、およそ5,800人でございました。 

 ２点目の役割についてでございますが、博物館

活動センターは、博物館活動を先行して実施する

施設でございますが、博物館法に規定する資料の

収集・保存、調査研究、展示・教育普及という、

博物館の基本的な役割を果たしているものと認識

しております。 

 ３点目の市民からの意見についてでございます

が、展示やイベントを通じて、札幌の自然につい

て深く学ぶことができたというご意見がある一

方、博物館活動センターの場所が分かりにくいと

いったご意見をいただいたところでございます。 

●長屋いずみ委員  ２か月間にわたる保全工事

による休館があったにもかかわらず、月平均の利

用者が前年を上回ったことから、市民の関心の高

さがうかがえます。また、施設の立地やアクセス

面での課題も指摘されているとのことでした。 

 先ほどもありましたけれども、約800万年前の

札幌一帯は、石狩トラフと呼ばれる海が広がり、

海洋生物が生息しておりました。そうした時代の

化石が、今、市内で発見され、札幌自然史研究会

の会員や北海道大学総合博物館の有志の方々、そ

して、市民の多くの皆さんが、クジラ化石の発

掘、クリーニング作業に携わるなど、市民参加に

よる博物館活動が着実に展開されております。市

民による講演会の企画・運営も行われ、地域に根

ざした活動として定着しております。 

 このように、学びと共有の場を市民と共に築い

てきたことは、博物館の必要性を改めて示してい

るものと考えます。 

 そこで、これまで博物館の整備推進のために複

数の調査をしておりますその内容について伺いま

す。また、調査の結果はどのように生かされてい

くのか伺います。 

●米森文化部長  博物館に関する調査の内容と

活用についてお答えいたします。 

 これまで調査してきた事柄といたしましては、

官民連携のための基礎調査、民間活力の導入手法

に関する調査、資料の収集方針に関する調査、資

料のデジタル化に関する調査などがございます。 

 将来的に博物館の整備が行われる際には、これ

らの調査結果を、博物館の運営や展示の内容、集

客性の向上に資する手法などに反映させてまいり

たいと考えております。 
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 なお、調査を踏まえて、令和５年度に作成いた

しました資料の収集方針につきましては、博物館

活動センターに収蔵すべき資料の判断基準として

活用しているところでございます。 

●長屋いずみ委員  こうした調査の成果が、既

に資料収集基準、コレクションポリシーに生かさ

れているとのこと、それから、今後の運営方針な

どにも反映されるということでした。今後の整備

にとって、大きな意義があると思います。 

 例えば、2008年に豊平川で発見された化石が、

本年８月、先ほどもありましたが、新属新種のセ

ミクジラ科サッポロクジラとして確認され、世界

的に注目を集めております。この貴重な化石は、

体長13メートル、高さ２メートルにも及ぶもの

で、現在の施設では全体像の展示が困難な状況で

す。 

 こうした長年にわたる重要な研究成果を市民と

共有し、学芸員の尽力にもしっかり応える意味で

も、展示環境の整備は極めて重要であると考えま

す。 

 そこで、博物館の建設により、どのような効果

を期待されているのか伺います。 

●米森文化部長  博物館建設の効果に対する期

待についてお答えいたします。 

 札幌に焦点を当てた博物館が整備されること

で、市民が札幌の自然や歴史、文化についてより

深く学ぶことができるようになり、それに伴い、

市民の札幌への関心や愛着を高め、創造性あふれ

る人材の育成につながるなどの効果が期待される

ところでございます。 

 また、札幌を訪れる方には、札幌の独自性や国

際的な学術研究の成果を展示することで、札幌の

魅力を発信できる観光拠点になることも期待され

るところでございます。 

●長屋いずみ委員  およそ1,200万年前から600

万年前の地層から、世界最古のサッポロカイギュ

ウや、新属新種のクジラの化石が非常に良好な保

存状態で発見されており、学術的にも極めて高い

価値があります。 

 特に、この新属新種のクジラの確認は、約900

万年間、化石記録のなかったセミクジラ類の空白

を埋める重要な発見であり、世界的にも大きな注

目を集めております。先ほどもご答弁あったと思

います。 

 また、自然災害の多い時代にあって、地域の自

然、歴史、文化資源を守り、次世代へと継承して

いくことは、博物館に課せられた重要な使命で

す。 

 現在、博物館活動センターでは、一部の実物化

石を常設展示しておりますが、立地やアクセスの

課題もありますことから、市民が訪れやすい場所

に整備することが、札幌の新たな魅力の発信につ

ながるものと考えます。 

 そこで、博物館活動センターの利用者や幅広い

市民から意見を伺いながら、検討を進めるべきと

考えますが、この点についてのお考えを伺いま

す。 

●米森文化部長  今後の検討に向けた利用者等

からの意見の収集についてお答えいたします。 

 博物館活動センターが実施するイベントの参加

者に対しまして、博物館ができた場合、どのよう

な施設だと訪れたいと思うかなどの内容で、アン

ケート調査を実施しておりますが、今後は来館者

にもアンケート調査を行うほか、さまざまな機会

を捉えて、幅広い市民から意見を聴取してまいり

たいと考えております。 

 また、いただいた意見につきましては、展示の

内容や、博物館で行う事業に反映させるよう検討

してまいりたいと考えております。 

●長屋いずみ委員  博物館に関する市民アン

ケートは、2015年の基本計画策定時に実施され、

39名から寄せられた意見の多くが、前向きなもの

でした。札幌市の顔として存在する意義があり、

子どもからお年寄りまで、知識を与えることがで

きる。自然史だけでなく、歴史や文化を含めた総

合博物館の建設を望む。１日も早く実現をといっ

た声が大半を占めておりました。 

 しかし、それから10年が経過しております。改
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めて、先ほどアンケートを取っているんだという

ことを言われておりましたけれども、もっと広

く、幅広く市民の意見を聞く必要があると考えま

す。 

 北海道大学総合博物館や北海道博物館はありま

すが、札幌市に焦点を当てた博物館は、まだ存在

しておりません。 

 今後も、新たな学術的発見が期待される中、そ

の拠点づくりは喫緊の課題です。長年にわたり検

討が続けられてきたこの構想の実現は、これまで

活動を支えてきた市民をはじめ、多くの市民に

とって重要なテーマです。市民と共に積み上げて

きた歴史を踏まえ、いつ、どこに、どのような形

で建設するかを、改めて市民と議論し、計画を前

に進めていくことを強く求め、私の質問を終わり

ます。 

●坂元みちたか委員  私からは、男性からのＤ

Ｖ被害の現状と、行政が行うＤＶ相談が、結果的

に実子誘拐に大きく加担をしてしまっている実態

を確認したいと思い、質問をさせていただきま

す。 

 実子誘拐と申しますのは、片方の親が片方の親

の同意なく、子どもを連れ去ってしまう状態のこ

とであります。 

 なお、ＤＶにつきましては、2025年の５月15

日、参議院法務委員会において嘉田委員が、ＤＶ

とは支配のことである旨、ご答弁がありました。 

 これどういうことかと申しますと、ＤＶという

のは肉体的な暴力ではなく、言葉や精神的な攻撃

まで含む概念であるということでありました。こ

れは大変重要な観点である旨、ここのご認識をい

ただきました上で、本日は女性からではなく、男

性からの相談の現状について伺います。 

 昨今は、男性が女性からのＤＶを受けていると

いうことが、全国的にも増えているわけでありま

す。そこで、男性相談専門のＤＶ相談窓口を設置

したケースもあると聞き及んでおります。 

 そこで質問ですが、札幌市における男性からの

ＤＶ被害相談について、どのようなご対応をされ

ているのか伺います。 

●田口男女共同参画室長  札幌市における、男

性からのＤＶ被害相談の対応についてお答えいた

します。 

 男性からのＤＶ被害相談につきましては、札幌

市が設置しております、配偶者暴力相談センター

で、平日は夜８時まで対応しているところでござ

いまして、年末年始を除いた土日祝日、こちらも

相談を受けております。若干、平日とは時間は異

なります。 

 また、北海道のほうでは、このＤＶ被害、男性

専用の相談電話も開設しておりまして、こちらに

つきましては、札幌市のホームページのほうでも

周知啓発をしているところでございます。 

●坂元みちたか委員  ご答弁ありがとうござい

ます。 

 今のご答弁にはなかったんですけれども、パン

フレットなどでも、女性の絵が書いているんです

が、なかなか男性は、ちょっと自分は関係ないの

かなと思ってしまうようなところがあるので、な

るべく女性じゃないような絵を使っているという

ところも聞き及んでおりますので、その点に関し

ては、大変評価をさせていただきたいと思いま

す。 

 そこで次の質問ですが、過去３年間の男女別の

ＤＶ相談件数をお伺いいたします。 

●田口男女共同参画室長  過去３年間の男女別

のＤＶ相談件数につきましてお答えいたします。 

 令和４年度、2022年度は全体2,787件のうち、

女性が2,729件、男性からは58件、令和５年度、

2023年度は2,822件のうち、女性が2,756件、男性

が66件、2024年度、令和６年度につきましては

2,719件のうち、女性が2,651件、男性が68件とい

う状況になっております。 

●坂元みちたか委員  ご答弁ありがとうござい

ます。 

 今の数字、ちょっと数字の羅列だったんで、

ちょっと頭に入らないところもあるんですけど

も、圧倒的に女性からの相談が多いという数字の
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ご提示だったかと思います。 

 しかし、令和５年に内閣府が行った男女間にお

ける暴力に関する調査、こちらによりますと、Ｄ

Ｖを受けていたと回答する率は、女性27％に対し

て男性22％と、さほど乖離がないというデータも

ございます。札幌市において、男性の相談件数が

少ないということは、実は相談の窓口が広くまだ

周知されていないのではと思うところでもありま

す。 

 そこで質問ですが、なかなか周知されていない

と思われる男性ＤＶ被害相談の普及啓発につきま

して、今後どのようにしていくのか、お伺いをい

たします。 

●田口男女共同参画室長  男性からのＤＶ被害

相談の普及啓発についてお答えいたします。 

 男性がＤＶについて相談しやすい環境を整える

ためには、ＤＶ被害者は女性に限らないという認

識を広めることが重要であると認識しておりま

す。 

 男性がＤＶの相談をためらわずにできるよう、

昨年度、今しがた委員からもお話ございました、

被害者が女性に偏らないイラストを用いました啓

発動画及びパンフレットのほうを作成しておりま

して、こちらのほう、既に各区の普及啓発活動で

の活用でありますとか、関係機関の会議での配布

のほか、ホームページ等でも掲載しているところ

でございます。 

 今後も、性別によらず、誰でもＤＶ被害の相談

ができるということを、より広く市民に周知して

まいりたいと考えております。 

●坂元みちたか委員  ご答弁ありがとうござい

ます。 

 ＤＶ相談に対する男女間の格差、これは是正さ

れるべきことであると考えます。 

 一つ具体の例を挙げますと、神奈川県、男性向

けＤＶ相談に県の予算を充て、また来年度より、

男性向けのＤＶシェルター、こちらも新設される

など、男女格差是正のための施策が行われている

と聞き及ぶところであります。 

 続きまして、ＤＶ分野のＤＶ相談証明書につい

ての質問に移らせていただきます。 

 ＤＶ相談証明書といいますのは、本来は、単に

片方の親がＤＶの相談をした、その証明書である

はずですが、実際には、以下のような利用をされ

ていると確認をしております。 

 大きく六つございますので、列挙してまいりま

す。 

 一つ目、ＤＶ相談後に保育園申込みなどをする

場合、ＤＶを受けたということで、ひとり親認定

を受けて、保育園の優先枠を受けられる。 

 二つ目、ＤＶ相談証明書が健康保険の扶養変更

の要件となる運用をされている。 

 三つ目、ＤＶ相談証明書などにより、児童手当

の変更手続きができる。 

 四つ目、ＤＶ支援措置として、本人だけではな

く、子どもの住所も相手方に対して秘匿をできて

しまう。 

 五つ目、ＤＶ相談証明書により、保護命令を申

立てする権利を得られる。 

 六つ目、ＤＶ相談証明書をエビデンスに、国民

年金保険料の免除を受けることができるのであり

ます。 

 先ほど申し上げましたとおり、ＤＶ相談証明書

といいますのは、単に相談をした証明書でありま

す。事実の正確性が担保されているわけでもあり

ませんし、当然に、悪意を持って虚偽の相談をす

る者もいるわけです。 

 しかしながら、このようにＤＶ相談証明書を取

得するだけで、自治体は、ひとり親認定ができる

という実態があります。 

 これは残念ながら、国からのガイドラインがこ

のように組み込まれているので、本市職員の皆様

も不本意ながらも、実子誘拐に加担してしまって

いる実態がございます。これらは住民基本台帳と

も結びついて、行政で現に監護する者を指定して

しまうことになるわけでございます。 

 ここで一つ、我が会派に寄せられました札幌市

の実例をご紹介させていただきたいと思います。 
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 我が会派に、ちょっとご年配のご婦人が訪ねて

まいりました。ぜひ孫に会わせて欲しい。どうい

うことですかと聞いたところ、息子さんがＤＶの

相談を受けたことで、ＤＶ夫という認定を受け

て、一切孫に会うことができなくなってしまっ

た。そして、非常に残念な話なんですが、その息

子さんは自ら命を絶たれてしまって、私としては

手も足も出ない。何とか孫に会わせてほしい。と

いう切なる思いを抱かれた方が、我が会派を訪れ

たことがあります。しかし、行政としては、この

ご婦人の期待に沿える方法は、現状何らないわけ

であります。 

 このことがありましてから、我が会派は、この

問題について、心血を注いでおります。特に当会

派の荒井議員が一生懸命、今までやってきた問題

でございます。 

 ＤＶ相談証明書がＤＶの証明ではないにもかか

わらず、実質的にＤＶ証明という扱いで運用され

ているのが実態でございます。 

 そこで質問ですが、過去３年間のＤＶ相談証明

書の男女別発行数とＤＶ相談証明書の使用目的の

うち、多く申請されている目的についてお伺いを

いたします。 

●田口男女共同参画室長  過去３年間のＤＶ相

談証明書の男女別発行件数及び使用目的につい

て、私からお答えさせていただきます。 

 まず、発行件数のほうでございますが、過去３

年間のＤＶ相談証明書の男女別発行件数は、令和

４年度、2024年度は438件のうち、女性からが430

件、男性からが８件、令和５年度、2023年度は

499件のうち、女性から485件、男性から14件、令

和６年度、2024年度は485件のうち、女性から478

件、男性から７件という状況でございます。 

 次に、使用目的でございます。こちらのほう、

証明書の発行の際に確認しておりますが、令和４

年度、2022年度から令和６年度、2024年度の過去

３年間において、いずれの年度も一番多い目的

が、住民票の閲覧制限でございました。 

 ２番目に多い使用目的につきましては、令和４

年度及び令和５年度においては、物価高騰等に対

する低所得者向けの各種給付金の手続きのための

発行が多い状況でございました。令和６年度につ

きましては、４年度、５年度とは異なりまして、

年金事務における支援措置のための証明発行が２

番目に多い目的となっておりました。 

●坂元みちたか委員  細かな数字のご開示をあ

りがとうございます。 

 ここでも、数の上では女性が主ということに

なってまいります。我々は実態に見えている数字

から判断をしなければならないわけでございます

が、先ほどの内閣府のデータや他府県の状態を見

ますと、恐らく、この中には隠れた男性のニーズ

を、我々は拾いきれていないんじゃないかなと、

我が会派としては思うわけでございます。 

 ここでまた、神奈川県の事例でございますが、

神奈川県はＤＶの相談について、神奈川県警の人

身安全対策課という、ＤＶの現場に知見があり、

かつ両者どちらにも加担しない立場で、ＤＶ専門

部署との連携を緊密にして、片方の親のみに加担

することなくという取組を計画していると、当事

者から聞き及んでいるところでございます。 

 この現場を知って、どちらにも加担しないとい

う警察の機能は非常に重要で、市役所では知りよ

うもない現場についての知見を加味して、より適

切なＤＶ相談の在り方に改善していただけること

が期待できると思います。 

 ＤＶ相談証明書については、本来、ＤＶを片方

の親が相談したのみということであるはずなので

すが、保育園の申込みや健康保険の申込み、１人

親家庭であることの支援要件になっているという

現状があります。 

 そこで質問ですが、札幌市の現状の証明書発行

に関するご認識をお伺いいたします。 

●田口男女共同参画室長  札幌市の現状の証明

発行に関する認識についてお答えいたします。 

 こちらのＤＶ相談証明書の発行は、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第

３条に基づきまして、ＤＶ被害者の保護や自立の
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支援のために発行しているものと認識していると

ころでございまして、この発行に当たっては、先

ほどお答えした使用目的も必ず聞き取りをしてい

るところでございます。 

 また、こちらの発行するＤＶ相談証明書には、

配偶者からの暴力を理由として、保護・相談をし

たことを証明するものであって、暴力があった事

実を証明するものではないという注意書きも記載

しているところでございます。 

 昨年、坂元委員から関連のご質問を受けたこと

もございまして、ＤＶ相談の対応する職員等に対

しましては、相談者から被害の状況等をより一層

丁寧に聞き取るよう注意喚起をしたところであり

まして、証明書発行においても、今後も適切に対

応してまいりたいと考えております。 

●坂元みちたか委員  一文言の追加と、丁寧な

聞き取りをしていただいていることを感謝申し上

げたいと思います。 

 現在、神奈川県、東京都等の多くの自治体は、

保育園の入園・転園・退園時に、両申請者の捺印

を求める運用をされております。これは第一次的

には、必ずしもこのＤＶの問題とも限らない、親

家庭の学費未納問題に対するものと聞き及んでは

おりますが、片方の親だけではなく、両方の親が

捺印をしなきゃならないというふうに、このルー

ルを見直しているということは、よりよい行政

サービスを目指す観点から、よいやり方ではない

かなと感じるところです。 

 大変長くなりましたが、本市において、実子誘

拐に歯止めをかけることは、とても重要なテーマ

であると我が会派は認識しておりますので、今後

も、情報共有・改善提案をさせていただきたいな

と考えていることをお伝えいたしまして、私の質

問を終了させていただきます。ありがとうござい

ました。 

●おんむら健太郎委員  先ほど、山田委員から

も質疑がありましたが、客引き行為等防止の取組

について、私からもいくつか伺ってまいります。 

 札幌の魅力であり、国内外から多くの観光客が

訪れるすすきのをはじめとする繁華街のにぎわい

は、本市の発展には欠かすことのできないもので

あると認識しております。 

 その一方で、依然として後を絶たないのが客引

き行為や勧誘行為であります。これらの行為は市

民や観光客に不安や不快感を与えるだけでなく、

札幌の素晴らしいシティブランドやまちのイメー

ジを損なう深刻な問題であると捉えております。 

 札幌市では、札幌市客引き行為等の防止に関す

る条例を、令和４年度から施行しております。こ

れは、札幌の中心部を安心して通行するために、

重要な一歩であったと受け止めておりますが、施

行から３年が経過し、４年目となった今、その実

効性が本当に確保されているのか改めて検証する

時期に来ているのではないかと考えるところで

す。 

 近年、札幌を訪れる国内外からの観光客は日々

増加しておりまして、この活気は大変喜ばしいこ

とではありますが、それに伴い、客引き行為も再

び活性化していると多くの市民が肌で感じている

のではないでしょうか。 

 そこで最初の質問です。客引き行為等の禁止区

域における現在の客引きなどの行為の状況は、ど

のようになっているのか伺います。 

●田口地域振興部長  禁止区域における現在の

客引き行為等の状況についてでございます。 

 客引き等行為者の人数を把握するために実施し

ております実態調査では、今年度、令和７年度９

月末までの客引き等行為者の人数は１時間当たり

平均23.8人となっており、昨年度、令和６年度の

平均46.5人から大きく減少しているところでござ

います。 

 これは日々、禁止区域において指導を行ってい

る客引き行為等防止指導員の巡回や、各種取組の

成果が一定程度現れたものと受け止めておりま

す。 

 今年度行った北海道警察との協議の場において

は、すすきの地区を中心に、条例制定以前と比較

し、通行人につきまとったり、立ちふさがったり
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といった悪質な行為は減っているものの、客引き

行為等自体は依然なくなっておらず、継続した対

策が必要であるとの認識を共有したところでござ

います。 

●おんむら健太郎委員  客引き行為等の防止指

導員さんの巡回の効果などもあって、客引き行為

者自体の人数は昨年度と比較して、１時間当たり

ですけど、46.5人から23.8人に減少傾向であっ

て、北海道警察との協議の場では、悪質な客引き

行為等は減っているのではないかということで認

識を共有されたということでございました。 

 ただ、しかしながら、私自身も繁華街を歩く中

で受ける印象や、市民の方々から寄せられる声で

は、いまだ客引き行為は減っておらず、不快な思

いをすることは少なくないということでございま

したので、やや乖離があるのかなというふうに感

じました。 

 先ほど山田委員とのやり取りの中でも、指導勧

告の直近の状況が口頭で6,692件ですとか、指導

自体は29件、勧告は７件ということでございまし

たので、結構あるように感じている部分、それが

数字には反映されていないのかななんていうふう

にも感じたところです。 

 条例施行前と比較して、悪質な客引きは減って

いるのかもしれませんが、一方で私自身の実体験

ですとか、市民の方々から届けられた声を踏まえ

ると、客引き行為を行う固定のグループが存在し

ている状況ではないかと推察いたします。 

 こういった客引き行為をなりわいとするグルー

プや事業者というのは、日々巡回する指導員や警

察の動きを監視する見張り役を置き、組織的に随

時情報を共有するなど、巧みに指導を逃れている

というのが現状ではないでしょうか。私自身も実

際に目にしたことがございます。 

 そのような中で、もちろんこういった特定のグ

ループや事業者への対策も行っていく必要はあり

ますが、市民や観光客への広報啓発をすること

で、客引きを利用しないという社会的な機運を醸

成するということも重要と考えます。 

 条例制定から時間が経ち、市民や事業者の間で

も条例への関心が薄れ、その内容を知らない人々

が増えている可能性も危惧されるところです。 

 また、観光客の方々にとっては、その土地の

ルールというものは分かりにくいものですから、

だからこそ今、改めて効果的な広報啓発を展開し

ていく必要があるのではないでしょうか。 

 そこで次の質問です。市民や観光客に向けた広

報啓発について、効果的な時期、手法で行う必要

があると考えますが、今後どのように取り組まれ

ていくのか伺います。 

●田口地域振興部長  効果的な手法による広報

啓発についてでございます。 

 これまで、客引き行為等の防止のため、客引き

等行為者に対してだけでなく、利用する側の市民

や観光客に対しても、広報啓発を行ってきたとこ

ろでございます。 

 具体的には、昨年度作成した動画や静止画と

いった広報素材を、札幌中心部の大型ビジョンに

放映するほか、地下鉄車内広告への広告掲出等を

行っております。 

 広報を行うに当たりましては、これまでもビア

ガーデン、オータムフェスト、さっぽろ雪まつり

等、特に市内中心部における人通りが多くなる時

期に合わせて実施するといった工夫をしてきたと

ころでございますが、宿泊施設や飲食店への個別

の広報啓発に当たっては、観光のハイシーズンに

集中的に行うなど、戦略的な方策を検討していき

たいと考えております。 

●おんむら健太郎委員  これまで、さまざまな

広報啓発を行ってきたことは承知いたしました。

また、今後実施に当たって、さらに工夫をされて

いくということでしたので、期待をしたいと思い

ます。 

 答弁の中にもありましたが、広報のほかにも、

例えば、飲食店のハイシーズンにいろいろ協力を

呼びかけるような答弁かと思いましたが、健全な

営業に努めている飲食業関連団体などと連携を

図って、業界全体でクリーンなイメージを発信し
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ていくということも、有効な手段ではないかなと

感じますので、ぜひ検討してみていただけたらな

と思います。 

 警視庁では、公式ホームページで客引きという

ものを、客引きは犯罪というふうに強いメッセー

ジを発しております。 

 また、ほかの都市の話にはなりますが、町田市

では、昨今話題となっている闇バイトについて

も、簡単・手軽・高収入という宣伝文句につられ

て応募したところ、仕事内容が不明瞭なまま、違

法な客引き等をさせられて、風営法や東京都迷惑

防止条例違反で逮捕されたという事例も多くあり

ますというふうに、公式ホームページで注意喚起

を促していたりもします。 

 実際に、札幌市内の客引き行為などを行う特定

のグループでは、多くの若年層で構成されており

まして、学生の身分の者のほか、高校や大学を中

退・卒業し、そのまま客引き行為等で生計を立て

ている者もいらっしゃるという話を聞いたことが

ございます。 

 客引き行為などは、単なる迷惑行為にとどまら

ず、その背後には若者の犯罪への関与といった、

より根深い社会問題が潜んでいる可能性も十分考

えられます。 

 札幌市としても、若年層が犯罪に加担するよう

な行為につながらないよう、対策を考えていく必

要があるのではないでしょうか。 

 こういった問題に対応するためには、市役所だ

けで取り組むのではなく、北海道警察をはじめ、

関係機関がそれぞれの専門性を生かし、重層的な

対策を講じることが求められます。 

 そこで、三つ目の質問です。 

 客引き行為を多角的に捉え、関係機関と連携を

図って取組を進めていくべきと考えますが、今現

在どのような取組を行っているのか、また今後

行っていく予定であるのか伺います。 

●田口地域振興部長  関係機関と連携した客引

き行為等防止の取組についてでございます。 

 委員ご指摘のとおり、客引き行為等の防止のた

めには、北海道警察や札幌中心部の関係団体との

連携が欠かせないものと認識しております。 

 今年度は、よさこいソーラン祭りや、さっぽろ

雪まつりの前に、例年北海道警察が行っておりま

すクリーンすすきの対策に札幌市も参加し、ココ

ノススキノ前での啓発活動や、警察官と同行して

の禁止区域の巡回の実施など、連携して客引き行

為等の防止に関する取組を行ったところでござい

ます。 

 また、若年層の客引き等行為者の増加の傾向を

受け、今年度、市内の大学及び短期大学と連携

し、客引き等の行為を行わない、利用しないよ

う、学生に向けた広報を新たに実施いたしまし

た。 

 引き続き、関係機関・団体と連携し、客引き行

為等の防止に向け、効果的な取組を行ってまいり

たいと考えております。 

●おんむら健太郎委員  客引き行為などは札幌

のブランドイメージを著しく毀損し、国内外から

訪れる方々の楽しい思い出を台無しにしかねな

い、看過できない行為であります。 

 また、安易な気持ちで、アルバイト感覚で始め

た若者が、より深刻な犯罪に巻き込まれていく入

口となる危険性もはらんでおります。 

 本日指摘させていただきました部分、戦略的な

広報啓発や関係機関との重層的な連携体制の構

築、こちら、これまで以上にぜひ力を注いでいた

だきたいということを強く要望いたしまして、私

からの質問を終わらせていただきます。 

●前川隆史委員  私からは、防犯カメラの設置

補助制度について伺いたいと思います。 

 昨今残念ながら、全国で殺人事件をはじめ、凶

悪犯罪が多発をしておりまして、連日報道をされ

ているところでございます。そうした報道を見て

いますと、先日も札幌市ではございませんけれど

も、神戸市でしたか、ストーカーの殺人事件で

は、防犯カメラの映像が容疑者特定の決定的な証

拠にもなったと、こういった事案もあったところ

でございます。 
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 現場となった地域住民にしてみますと、もしあ

の場所にこの防犯カメラがなかったら、犯人が特

定されなかったかもしれないですとか、さらに別

の被害者が生まれたかもしれないとなどと、防犯

カメラの効果を改めて実感されていたのではない

かと思います。 

 私も、これまで防犯カメラの有用性について再

三訴えさせていただきました。防犯カメラは犯罪

をたくらむ者に対して、常に見られているという

強い心理的圧迫を与えて、犯行を未然に断念させ

る役割を果たし、また、不幸にも事件が発生して

しまった際には、犯人を迅速に検挙して、更なる

被害を防ぐための最後の砦とも言える、現在の安

全なまちづくりに不可欠な社会インフラであると

いっていいと思います。 

 町内会等の各地域でも自主的に防犯パトロール

ですとか、子どもの見守りといった活動を行って

おりますけれども、高齢化の理由から、そうした

担い手が不足もしておりますし、そうした意味で

も、防犯カメラの役割というものは非常に大きく

なっていくのではないかと思います。 

 さて、札幌市の防犯カメラの設置補助につきま

しては、市民の方のご厚志によりまして、４億円

ものご寄付を賜って、基金を積んで、スタートを

いたしました。 

 確か平成29年だったと思いますけれども、今は

亡き、本郷先輩議員、また今日も福田委員とも、

全国事例を見てまいりまして、お話を各都市で聞

いてきて、調査を重ねて、そして私、公明会派を

代表して、不肖代表質問に立ちまして、防犯カメ

ラの設置制度実現を秋元市長に強く訴えたのが懐

かしく思われますが、その質疑のときに、もった

いなくも、強くご共感をいただいた、先ほど触

れ、お話をさせていただいた市民の方から、多額

のご厚志を賜ったわけでございます。 

 そして、平成30年度にこの制度がスタートいた

しました。地域の防犯活動を補完するものとして

果たしてきた役割は、大変大きいものがあると

思っております。 

 先ほど、市民のご厚志について触れてきました

が、本当ならまだまだこの基金が枯渇するはずで

はなかったのですが、ご案内のとおり、胆振東部

地震の際に、一部損壊の被害を受けた方々にお見

舞金として活用するということで、その財源が大

変使われた経過がございまして、本年度でその財

源が枯渇すると、こういったことになったわけで

ございます。 

 そうした経過、いきさつを踏まえつつ、寄付金

消費後の補助制度の継続については、昨年度改定

となった第４次札幌市安全で安心なまちづくり等

の基本計画に、町内会が設置する防犯カメラに対

する補助等の取組として明記されているとおりで

ございまして、規定路線であったわけですが、注

目は、この基金枯渇後の補助の内容、中身がどう

なるのか、そういったところに、皆さんの注目が

あったわけでございます。 

 これまでと同じ100％補助という内容にならな

いまでも、町内会の厳しい財政状況に耐えうる補

助内容となるのか注目をし、現局と意見交換を何

度も重ねてまいったところでございます。 

 本制度は、制度開始から令和６年度までの間

で、累計486台の防犯カメラを設置してきた実績

がございます。年々町内会からのニーズが高まっ

ているんではないかと感じております。 

 現在、町内会からの申込み方法については、令

和６年の決算特別委員会で我が会派で取り上げ

た、事前エントリー制度を導入して、申請時期に

よって不公平が生じないように調整を行っており

ます。 

 そこでまず伺いますが、令和７年度の事前エン

トリー台数の状況と、それに対する配分台数につ

いてはどのようになっているのか、お伺いしたい

と思います。 

●田口地域振興部長  防犯カメラ設置補助制度

の令和７年度の事前エントリー申込み状況につい

てでございます。 

 今年度は、35の町内会等から合計159台の事前

エントリーがあったところであり、昨年度は21の
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町内会等から合計117台の事前エントリーがあっ

たことから、申し込み数の大幅な増加となったと

ころでございます。 

 令和７年度予算におきましては、設置可能台数

を85台としていたことから、この台数を超える多

数の事前申込みに対し、希望台数全てを配分する

こととはならなかったところでございます。 

 設置台数の配分に際しましては、まずは全ての

申込町内会等に対し、１台を割り当て、２台目以

降につきましては、過去の申請実績等も考慮して

配分台数の調整を行うことによりまして、希望台

数どおりの配分とはならなかった町内会等もあっ

たものの、可能な限り、広く行き渡るような配分

としてきたところでございます。 

●前川隆史委員  事前エントリーについては35

団体、159台というエントリーがあったとのこと

でございました。昨年度を大きく上回る状況だっ

たようでございます。 

 配分につきましても、各団体に少なくとも１台

を割り当てて、残りを実績を踏まえた割り当てを

したと、そんなようなお話だったようでございま

す。 

 このように、事前エントリーでは非常に多くの

設置希望があったとのことで、やはり、地域にお

ける防犯カメラ設置のニーズは高く、この制度の

重要性を改めて感じているところでございます。 

 一方で、防犯カメラが有用であることは先ほど

申し上げたとおりでございますが、実際に地域で

どのように役立っているのか、地域の生の声です

とか、活用の実態を把握して、評価していくとい

うことが非常に大事だと思います。 

 そこで伺いますが、これまで本補助制度によっ

て設置された防犯カメラに関して、地域からどの

ような声が上がっているのか。また、どのように

活用されているのか、具体的な事例を伺いたいと

思います。 

●田口地域振興部長  防犯カメラの地域での活

用状況についてでございます。 

 本補助制度を活用した町内会に対して、実施し

た過去のアンケート結果では、地域の防犯意識が

向上した、設置箇所付近を安心して通行できるよ

うになったなど、前向きな効果を認める意見が寄

せられているところでございます。 

 また、町内会等から防犯カメラの購入設置を実

際に請け負っている設置販売業者によりますと、

一定の頻度で、北海道警察から町内会等が設置し

た防犯カメラの映像の提供依頼があるということ

を聞いており、実際に捜査に貢献しているものと

受け止めております。 

●前川隆史委員  実際に地域からも、地域住民

の防犯意識が向上したですとか、また警察の捜査

にもそれが役立っているとか、こういった声が寄

せられているということでございます。 

 本制度の継続は、安全で安心なまちづくりに必

須であって、寄附金の消費後も、町内会への補助

はしっかりとした内容で継続していくべきと考え

るところでございます。 

 町内会が現実的に活用可能な制度とならないの

であれば、防犯カメラの設置はなかなか進まず、

安全安心なまちづくりの実現が遠ざかるのではな

いかと、このように心配もしております。 

 先の予算特別委員会においても、来年度以降の

補助制度内容について、持続可能な補助制度とな

るよう内容を検討していくと、そういった答弁が

あったところでございます。 

 そこで伺いますが、来年度以降の防犯カメラ設

置補助制度の内容について、現在の検討状況を伺

います。 

●田口地域振興部長  来年度以降の補助制度の

内容についてでございます。 

 これまで、市民の寄附金によりまして、この町

内会に対する防犯カメラの設置補助制度を行って

きましたが、この寄附金を今年度で消費する見込

みであり、現在、来年度以降の補助制度の内容等

の検討を行っているところでございます。 

 具体的な補助制度の内容につきましては、他自

治体の同種の制度内容や、札幌市の財政状況等を

勘案しながら検討し、決定する必要があるものと
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考えております。 

 いずれにいたしましても、防犯カメラの効果や

地域における本制度に対するニーズ等を総合的に

考慮した上で、町内会等における活動により沿っ

た補助制度の内容となるよう、しっかり検討を進

めてまいりたいと考えております。 

●前川隆史委員  内容については今検討中とい

うことでございますが、この本議会が始まってか

ら、この財政状況のことが必ず枕詞として付く状

況でございますので、なかなか財政的にいろんな

面で課題があるかと思いますけども、先ほどの繰

り返しになりますが、ぜひ現場の町内会が採用可

能な現実的な補助制度になるように、どうかご配

慮いただきたいというふうに思います。 

 私のところにも、もっと付けたいとか、いろん

な声がたくさん寄せられておりますので、どうか

知野局長また山本副市長も何とか、また、白石財

政部長のほうからもよろしくお願いします。力入

れていただいて、皆さんに喜ばれる仕組みを続け

ていただくようお願いして、質問を終わります。 

●ふじわら広昭委員  ７項目質問いたします。 

 １項目めは、アイヌ民族の共同利用館後継施設

について。２項目めは、文化芸術施設のネーミン

グライツの検討状況について。３項目めは、Ｋｉ

ｔａｒａの改修工事について。４項目めは、札幌

の大規模多目的ホールの将来体制について。５項

目は、札幌にふさわしいアーツカウンシルの検討

状況について。６項目めは、天神山スタジオにお

けるアーティスト・イン・レジデンス事業の拡充

について。７項目めは、札幌国際芸術祭2027終了

後のテーマやコンセプトについてです。 

 初めは、１項目めの共同利用館後継施設につい

て質問します。 

 最初の質問は、共同利用館後継施設の整備内容

についてです。現在、白石区にあります共同利用

館の後継施設については、昨年の決算特別委員会

で質問した際に、豊平区の豊園保育園跡地が最も

有力な整備候補地であること。2028年度中に供用

開始を予定していること。また、しつらえやその

運営方法については、アイヌ施策推進委員会やア

イヌ民族をはじめとした市民意見・要望などを聞

きながら、検討を進めるとの答弁がありました。 

 共同利用館後継施設の整備に対するアイヌ民族

の期待は非常に高く、現在の共同利用館は、老朽

化と施設の狭隘さから、文化継承活動の場として

の役割が十分に担えなくなっている現状からも、

アイヌ民族が必要とする設備を整えた施設を、早

期にかつ確実に整備していく必要があります。 

 そこで質問ですが、2025年度は基本設計段階と

のことですが、ここに至るまで、市役所内外でど

のような合意形成過程を経てきたのか、まず伺い

たいと思います。 

●田口市民生活部長  私から、共同利用館後継

施設の整備内容、基本設計までの合意形成過程に

ついてお答えさせていただきます。 

 札幌市アイヌ施策推進委員会において設置いた

しました、共同利用館後継施設検討部会におきま

して、2023年度、令和５年度までに、６回の会議

を開催し、整備内容につきましてご提言をいただ

いたところです。 

 その後、2024年度、令和６年度には、本市内部

での意思決定の場でもございます企画調整会議に

おきまして、検討部会でのご提言をもとに、施設

整備内容について審議し、３点の方向性を決定し

ていただきました。 

 １ 共同利用館後継施設を公の施設として移

転・新築すること。２ 移転場所は豊園保育園跡

地とすること。３ 施設規模は、舞踊や儀式伝承

などに必要な集会室、いろりの間など、必要な機

能を踏まえ、400平方メートル程度とすること。

以上でございます。 

 これらの方向性につきましては、地元のアイヌ

民族団体及び整備地周辺の地域の皆様にもご説明

させていただき、ご了承いただいているところで

ございます。 

 その後、2025年度、令和７年３月開催の札幌市

アイヌ施策推進委員会におきまして、決定した方

向性を踏まえた基本計画案について、適当とのご
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結論をいただきまして、正式な基本計画を策定

後、今年度の基本設計に至っている状況でござい

ます。 

●ふじわら広昭委員  この間６回の会議や、内

部の企画調整会議を経て、３点の方向性を確認し

たという答弁でありました。 

 再質問は、整備内容の決定過程で、アイヌ民族

の要望のうち、取り入れられなかった要素はある

のか伺いたいと思います。 

●田口市民生活部長  この基本設計に取り入れ

なかった要望につきましてお答えさせていただき

ます。 

 これまでの意見交換の際には、例えば施設規模

をもっと大きくしてほしいといったご要望や、２

階建てがいいと、もしくは宿泊可能な施設にして

ほしいといったようなご要望も受けていたところ

でございますが、建築費用等の観点から、それら

のご要望には添えなかった部分はありながらも、

それ以外、舞踊や儀式伝承に必要な諸室機能・面

積を備えた施設になるということで、一定のご了

承をいただいたところでございます。 

●ふじわら広昭委員  次の質問は、共同利用館

後継施設の整備費用についてです。 

 近年、建築費や人件費が高騰しており、また本

市の財政状況も厳しさを増していると認識してい

ます。 

 そのような状況の中、共同利用館後継施設の整

備に関しては、その面積規模や諸室の機能など、

全体の枠組みは決まったものの、いろりの設置な

ど、一般的な集会室とは異なる機能を有する必要

があることから、一般的な施設に比べ、建築費用

が高額となるのではと予想しています。 

 いろりや文化伝承のための部屋は、共同利用館

の文化伝承という施設目的から、なくてはならな

い設備であり、それら設備を確実に備える必要が

あると考えますが、そのための財源が確実に確保

されるかを非常に懸念しているところでございま

す。 

 そこで質問ですが、施設整備に関する国からの

アイヌ政策推進交付金上限の引上げなどの整備に

係る資金確保の見込みについて伺います。 

●田口市民生活部長  共同利用館後継施設の整

備費用についてお答えいたします。 

 施設整備費はご指摘のとおり、昨今の建築費や

人件費の高騰も影響いたしまして、基本計画策定

の際に想定していた工事費よりも、相当額上回っ

ている状況と認識しておるところでございます。 

 今後の設計段階では、札幌市アイヌ施策推進委

員会でご了承いただきました機能、面積等を前提

とした上で、工事費の費用削減についても一層精

査していく予定でございます。 

 一方、整備費につきましては、内閣府のアイヌ

政策推進交付金の活用を予定しておりますので、

その対象となるためには、2028年度、令和10年度

までに、施設の供用開始をすることが求められて

おります。このため、このスケジュールに沿って

整備を進めることも肝要と思っているところでご

ざいます。 

 国には、このアイヌ政策推進交付金の建築費の

上限引上げに係る要望は、機会を捉えて折々行っ

ているところでございまして、2024年、令和６年

11月には、この交付金を担当する内閣参事官に、

2025年度、令和７年度、今年度ですが、９月に

は、同じく内閣審議官のほうへ、私のほうから直

接ご要望も申し上げているところでございまし

て、今後も国への要望を継続してまいりたいと考

えております。 

●ふじわら広昭委員  この関係の最後の質問で

ありますけれども、共同利用館後継施設の運営に

ついてです。 

 後継施設の運営については、アイヌ民族の活動

や文化伝承の場という共同利用館の性質から、可

能な限りアイヌ民族が運営を担っていくべきもの

と考えています。運営を任せる相手としては、地

元のアイヌ民族団体が想定されますが、例えば、

札幌アイヌ協会は、法人化されていない任意団体

であり、施設運営の経験はないと聞いておりま

す。 
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 そこで質問ですが、アイヌ民族団体が後継施設

の運営主体となる場合の札幌市としての支援体制

はどのようなものなのかを伺いたいと思います。 

●田口市民生活部長  共同利用館後継施設の運

営についてのお尋ねでございました。 

 この施設の運営方法につきましては、現在さま

ざまな方法を例に検討を進めているところでござ

いまして、アイヌ民族に任せる等も含めて、委員

からご提案いただいた手法も含めまして、アイヌ

民族をはじめとした市民の意見・要望を丁寧に聞

き取りながら、施設が効率的・効果的に運営でき

る手法になるように、今後も検討を進めてまいり

たいと考えております。 

●ふじわら広昭委員  ２点要望を申し上げて、

次の質問に移ります。 

 まず１点目は、私はやはりこの運営に、アイヌ

民族の方も関わらなければならないと思っており

ますけれども、やはり任意団体でありますので、

最低でも一般社団法人などの資格をしっかり取っ

ていただくのと併せて、民間のさまざまなノウハ

ウを活用するためにも、民間団体にも協力を呼び

かけるような、そうした運営主体を求めておきた

いと思います。 

 それから２点目は、先ほど部長からも答弁があ

りましたように、この新しい後継施設の面積は約

400平米ということであります。この400平米を

もっと分かりやすく言いますと、私達の地域にあ

ります各区のいわゆるまちづくりセンター、これ

にほぼ匹敵するんですね。例えば、私の東区の中

で、2020年、令和２年に北栄まちづくりセン

ター、北栄会館というのが新しく建て替えられて

おります。設計金額は２億2,100万円余りでした

けれども、実際に、設計変更なども含んだり、建

て替える上での管理などのものも含まれて、２億

円をはるかに超しているわけですね。 

 先ほど申し上げたように、まちづくりセンター

と、この新しい共同利用館は、性格上違いますの

で、おのずから建築費がかさむというふうに思い

ますので、部長もこの間、総務省に出向いたりし

たりして、取り組んでいることは高く評価をした

いと思いますけれども、この今、基本設計が終

わって、その後は実際に工事が始まるわけであり

ますので、総額の８対２ということで、国が８

割、札幌が２割の負担でありますけども、ぜひと

も札幌市も含めて、国の建設予算が増額されるよ

うに、さらに取組をしていただきたいということ

を求めておきたいと思います。 

 次は文化芸術施設について、６項目質問しま

す。 

 初めは１項目め、文化芸術施設のネーミングラ

イツの検討状況についてです。 

 私は、2024年の決算特別委員会において、札幌

市が所有する札幌コンサートホールＫｉｔａｒ

ａ、札幌文化芸術劇場、札幌教育文化会館、芸術

の森へのネーミングライツの更なる導入の検討に

ついて質問しました。 

 他の都市でも、ネーミングライツは自治体、ス

ポンサー、市民、それぞれにとってメリットにな

り、地域活性化につながるような取組として進め

られています。 

 昨年の決算特別委員会でも、横浜市の方針を説

明したところであります。具体的には、一つとし

て、厳しい財政情勢の中、安定的な財源確保によ

り持続可能な施設の運営を行う。二つ目には、民

間の資源やノウハウなどを活用することで、施設

の魅力を高めることや、地域の活性化を図る。こ

の結果、横浜国際総合競技場をはじめ、15の施設

にネーミングライツの応募があり、年額の総額は

約２億5,000万円の収入があります。 

 全国の音楽ホールや劇場を見ると、京都の京都

会館は第１ホールと第２ホール、そして、多目的

スタジオなどがありますが、ロームシアター京都

として、50年契約で50億円のスポンサー料が入っ

ております。 

 そこで質問ですが、その後のネーミングライツ

の検討状況や導入施設の見通しはどのようになっ

ているのか伺いたいと思います。 

●米森文化部長  ネーミングライツの検討状況
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と、導入施設の見通しについてお答えいたしま

す。 

 ネーミングライツは複数年にわたり、一定の収

入を得ることができる有効な手法でございます

が、現在スポンサー制度により、複数の企業から

支援を受けている施設におきましては、同制度と

の競合が懸念されるところでございます。 

 このため、現在スポンサー制度を取っていない

施設を対象として、ネーミングライツ料や企業へ

のインセンティブといった応募条件を検討してい

るところでございます。 

 文化芸術施設に対して、企業からより多くの支

援を獲得するため、施設の利用状況や規模に応

じ、ネーミングライツをはじめ、優位性が高い手

法の導入に向け、検討を進めてまいりたいと考え

ております。 

●ふじわら広昭委員  取り組む姿勢については

感じられるわけでありますけども、具体的な中身

がなかなか伝わってこないというふうに思いま

す。 

 要望を申し上げて、次の質問に移りますけれど

も、私は以前、市民文化局の皆さんやＫｉｔａｒ

ａの皆さんとも、議会ではなくて、平場でざっく

ばらんな意見交換をしたことがあります。 

 その際に、このネーミングライツのことを取り

上げたときに、札幌市やＫｉｔａｒａの皆さんは

非常に消極的な状況でありました。 

 そんな意味では、今後、こうしたネーミングラ

イツなどについて、取り組んでいかなければなり

ません。例えば、以前に調べた状況の中では、年

間の管理費の経費ですけども、札幌コンサート

ホールＫｉｔａｒａでは年間約８億円、札幌文化

劇場ｈｉｔａｒｕでは約12億円、札幌教育文化会

館で約４億円、札幌芸術の森が約８億円を、それ

ぞれ支出しているところであります。合計約32億

円でございます。 

 やはり、私は一気にはいかないと思うわけであ

りますけれども、今のスポンサー制度なども含め

て、もっと積極的にスポンサーを確保するような

取組をしていただきたいと思います。そちらから

のさまざまなこの間の意見交換の中では、例え

ば、スポンサーの制度を導入することによって、

ネーミングライツのそうした導入によって、いろ

いろ競合が生じて、問題もあるということも聞い

ております。 

 しかし、こうした取組をしっかり行っていかな

ければならないわけでありますし、少なくとも年

間によって多少は変わるかもしれませんけども、

管理費を将来的に、こうしたネーミングライツや

スポンサーのご協力によってしっかり賄えるよう

な展望を、ぜひ早急に筋道を立てていただきたい

と思います。 

 次は、２項目めのＫｉｔａｒａの改修工事につ

いてです。最初の質問は、ＰＭＦ、札幌交響楽団

やコンサート事業者の利用を受け入れる代替施設

の対応についてです。 

 札幌市では、札幌コンサートホールＫｉｔａｒ

ａなどの文化芸術施設について、来場者が安全・

快適に施設を利用できるよう、計画的な施設改修

や設備の更新を行うこととしています。1997年、

平成９年の開館から、約30年経過するＫｉｔａｒ

ａは、大規模な改修工事が必要な時期を迎えてお

りますが、世界水準のコンサートホールＫｉｔａ

ｒａには特有の設備などが存在するため、設計を

行う前の事前調査が必要であることから、調査検

討、設計、工事という三つの段階を経て、施設改

修を行うことになっています。 

 札幌市では現在、2028年度以降、速やかに改修

工事の着手を目指しておりますが、実際の着工時

期や休館期間につきましては、先の調査期間を通

じて決定する見込みと、この間の議会で答弁して

います。 

 また、札幌市のホームページでは、施設をご利

用いただいている皆様に対して、改修工事におい

て、大変ご迷惑をおかけしており、お詫びを申し

上げます。工期が確定次第、速やかにお知らせさ

せていただき、利用に際しての予約申込みなどに

支障が生じないよう対応してまいりますと告知さ
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れています。 

 現在進めている調査検討で、改修工事がどのよ

うになるのかは、現段階でいまだ不明であります

が、今年５月の某新聞紙上の報道では、2028年か

ら約２年間の工事期間となっており、Ｋｉｔａｒ

ａ利用者やクラシックコンサートを主宰する文化

事業者からは、2020年から2021年にかけて行った

８か月の改修工事で休館した際も、相当な打撃を

受けたことや、今回２年となれば、死活問題であ

るとの悲鳴にも似た声が上がっています。 

 私は、毎年コンサートを開催している団体に

とっては、２年間も改修工事で穴を開けることは

大変難しく、2020年のときは雇用問題も発生した

とも聞いており、工事が相当長期になる場合は倒

産ということも考えられます。 

 そこで質問ですが、札幌市として、札響やＰＭ

Ｆなどの関係者への十分な聞き取りが必要である

と考えているとのことですが、札幌市は工事の長

期化による札響定期公演や、ＰＭＦコンサート企

画会社などへの影響を、どのように考え、対応し

ているのか伺いたいと思います。 

●米森文化部長  Ｋｉｔａｒａの工事の長期化

による施設利用者への影響に対する認識と対応に

ついてお答えいたします。 

 Ｋｉｔａｒａ改修工事に伴う休館期間中、利用

者には代替施設を検討、確保いただくことにな

り、その影響は小さくないと受け止めておりま

す。 

 このため、先の代表質問でお答えしたとおり、

ｈｉｔａｒｕや教育文化会館などの各施設と連携

し、代替施設として、できるだけ多くの利用者が

活用できるように対応いたします。 

 具体的には、指定管理者が主催する事業を一部

縮小するなど、施設を利用できる日数をより多く

確保して参ります。 

 また、工期や休館期間の詳細につきましては、

明らかになり次第、速やかに利用者へ情報提供し

てまいりたいと考えております。 

●ふじわら広昭委員  私どもも、100％大規模

改修工事の代替施設を求めているわけではありま

せんけれども、さらに、そうした枠を拡大をして

いただきたいというふうに思います。 

 以前にも、議会で申し上げておりますけれど

も、例えば2022年度におけるこの３館の稼働率

は、札幌文化芸術劇場ｈｉｔａｒｕが87.7％、教

育文化会館は73.7％、市民ホールは67.7％と、い

ずれも高い稼働率となっているわけであります。 

 部長からの答弁がありましたように、自主事業

を割いて、そうした機会を設けることも一つの方

法だと思いますけれども、やはりそうした自主事

業を楽しみにしている市民からも、やはり残念な

声が寄せられているわけでありますので、どうか

もっとしっかりとした空き状況などを確保して、

対象となる皆さんに、こうした公演をする機会を

確保していただきたいと思います。 

 次は、入札不調などについてです。昨年９月と

今年４月に、設備設計に関する一般競争入札を行

われていますが、入札が不調になったのは、どこ

に問題があったのか、入札の不調の原因は何で

あったのかについて伺います。あわせて、今年５

月の３回目の入札結果についても伺います。 

 また、札幌コンサートホールＫｉｔａｒａの過

去と今回想定されている工事期間と工事内容の概

要及び現段階で同ホールの今回の工事終了後、数

年以内に改修計画はあるのか、併せて伺います。 

●米森文化部長  現在行っております設備改修

基本検討業務の入札不調等のご質問についてでご

ざいます。 

 １点目の入札不調の原因についてでございま

す。設備改修基本検討業務は、設備に関する専門

的な知識が必要となるため、入札参加の要件とし

て、いわゆる建築設備の設計事務所を対象として

おります。１回目、２回目の入札では、応札者が

なく入札不調となりましたが、その原因といたし

ましては、建築設備設計に関わる業界での人手不

足が深刻な上、民間企業による工事が活況である

ことなどと考えております。 

 ２点目の入札結果についてでございますが、３
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回目の入札では、入札参加者は１社でございまし

て株式会社ビーゴーイングが落札いたしました。

なお、落札金額は税抜きで1,265万円、落札率は

99.9％となっております。 

 ３点目の過去と今回の工事期間と工事内容の概

要及び今後の改修計画の有無についてでございま

す。前回の改修工事は、2020年度、令和２年度か

ら2021年度、令和３年度にかけて、主に耐用年数

が20年程度の設備の更新を実施しており、休館期

間は約８か月でございました。 

 今回の改修工事の内容につきましては、主に耐

用年数が30年程度の設備の更新に加えまして、屋

上防水や外壁改修などを行う予定であり、工事期

間については、現在実施している改修基本検討業

務の中で検討を進めているところでございます。 

 また現時点では、今回の改修工事以降、数年以

内に保全改修を行う計画はございません。 

●ふじわら広昭委員  先の代表質問で、我が会

派のうるしはら議員の代表質問に対する答弁で

は、改修期間の影響を最小限にとどめるととも

に、ｈｉｔａｒｕや教育文化会館などを利用でき

るよう調整したいとの答弁がありました。 

 しかし、先ほども申し上げましたように、ｈｉ

ｔａｒｕは相当予約で埋まっており、Ｋｉｔａｒ

ａは大ホール約2,008席、小ホール453席のため、

教育文化会館での代替は、難しいのではないかと

思います。 

 そこで質問ですが、設計業者や施工業者などの

設計工事における現状や利用者の利便性、招聘業

者などの経営を勘案すると、工事期間の相当の短

縮や工事の分散化など、工事内容の見直しを検討

すべきと思いますが、札幌市としてどのように考

えているのか、伺いたいと思います。 

●米森文化部長  工事内容の見直しについての

ご質問でございます。 

 今回の改修は広範囲で多岐にわたることや、製

作期間が長期にわたる特殊な設備があることに加

えまして、建設業においての働き方改革への対応

などを考慮いたしますと、一定の工期が必要とな

ると考えております。 

 また、改修を想定している設備につきまして

は、耐用年数を迎え、故障のリスクが年々高まる

ため、可能な限り今回の工事での更新を検討して

参りたいと考えております。 

 その上で、委員ご指摘のとおり、利用者への影

響を最小限にすることは重要であると認識してお

り、現在実施している改修基本検討業務と、2026

年度、令和８年度から始まる実施設計の中で、可

能な限り工期を短縮できるように検討を進めてま

いりたいと考えております。 

●ふじわら広昭委員  この項目の要望を申し上

げて、次の質問に移りたいと思います。 

 やはり、先ほどの部長の答弁にもありましたよ

うに、建設、こういう建築も含めて、従事する人

が不足をしているということでありました。これ

はここ数年始まったことではなくて、もう十数年

来問題になっているところであります。 

 今後の改善点としましては、やっぱり債務負担

行為などを活用して、やはり単年度で入札をしよ

うとするのではなくて、複数年度でそうした業務

全体を、設計とか、また改修工事とか分かれます

けれども、そうした対策を取らないと、やりたく

ても人がいないので、入札不調になるということ

を踏まえて、入札の準備期間に余裕を持っていた

だきたいというふうに思います。 

 また二つ目には、この入札をする際であります

けれども、やはり慎重な準備をしていかなければ

なりません。Ｋｉｔａｒａでは当面そうした改修

工事はないということは分かりましたけれども、

私が調べた限りでは、間違っているかもしれませ

んが、ｈｉｔａｒｕが今後５年前後に、ある程度

の改修工事が必要となり、それもやはりかなりの

期間、工事によってホールが使えなくなる可能性

があると思うんですね。やっぱりそういうことを

想定して、今からしっかりと今回と同じことにな

らないような対策を求めておきたいというふうに

考えております。 

 次は３項目め、札幌の大規模多目的ホールの将
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来体制についてです。 

 最初の質問は、調査及び検討業務についてで

す。Ｋｉｔａｒａの改修工事とも関連してきます

が、札幌市は1,000席以上の客席、固定席を有す

る大規模多目的ホールを３館運営しています。 

 大規模多目的ホールは文化活動の重要な場であ

り、整備や維持に多くの費用がかかるため、この

体制を将来にわたり、適切に維持していくために

は、長期的かつ多角的な検討が必要であり、現状

の３館の今後の必要性を調査する必要があるとし

て、2024年度に、市内大規模多目的ホールの在り

方等調査・検討業務の委託を行いました。 

 この業務では、市内ホール・劇場を取り巻く環

境の変化を踏まえ、各施設の最新の利用状況の把

握や公演主催者、市場の動向などを改めて調査

し、３館体制の検証と、将来の利用状況を予測す

るとともに、更新する場合の立地などの検討を行

うものですが、その調査の観点と結果について、

４点質問します。 

 質問の１点目は、大規模多目的ホール体制の検

証と将来の利用状況予測、後継ホールの在り方検

討に資する調査を実施するに当たって、特に重視

した視点や考え方と調査方法について伺います。 

 質問の２点目は、将来の利用状況予測を想定す

る予測方法と結果について伺います。 

 質問の３点目は、市内にあります北海道及び札

幌市のホールの改修・建て替えや民間、例えば道

新ホールなどの閉館などによる需要と供給を考慮

した場合の文化活動への影響について伺います。 

 質問の４点目は、札幌市民ホールの後継ホール

の在り方として、同ホールの適正な規模や機能、

適切な場所及び特に重要と考える視点について伺

いたいと思います。 

●米森文化部長  大規模多目的ホールの将来体

制についてのご質問かと思います。まず４点のご

質問がございました。 

 １点目の、調査に当たって特に重視した視点や

考え方と調査方法についてお答えいたします。当

該調査業務は、大規模多目的ホールである札幌文

化芸術劇場ｈｉｔａｒｕ、教育文化会館、市民

ホールの３館を対象として、将来の利用状況の予

測などを目的として実施いたしました。 

 特に重視した視点と考え方といたしましては、

2019年度、令和元年度に実施した同様の調査と比

較して、コロナ禍を経て、文化芸術を鑑賞する形

態の変化もあり得ることから、改めて今後の長期

的な需給への影響を確認したものでございます。 

 具体的な調査方法につきましては、各施設の稼

働率などを調査するとともに、ライブエンターテ

イメント市場の動向など、環境の変化も踏まえ、

将来の利用状況の予測などを行いました。 

 ２点目の、将来の利用状況予測を想定する方法

と結果についてのご質問でございます。利用状況

予測の方法につきましては、３館各施設の年齢区

分別の推定利用者数に、札幌市の年齢区分別の人

口変化を乗じた上で、コロナ禍からの回復傾向、

新幹線延伸等による来札人口の増加などを加味い

たしまして、算出したところです。 

 その結果、将来の利用状況予測は、20年後の

2045年、令和27年には、現在の約92％になるとい

う推測結果となったところでございます。 

 ３点目の文化芸術活動への影響についてのご質

問でございます。2024年度、昨年度に実施いたし

ました、1,000席以上を対象とした市内大規模多

目的ホール３館の調査では、各施設の稼働率は高

く、少なくとも今後20年間は３館体制の維持が必

要であるとの報告書が提出されたところでござい

ます。 

 その調査結果においては、仮に２館体制とした

場合、大規模改修や建て替え時において、一時的

に１館に集中することになり、そのときには、札

幌市の文化芸術活動に多大な影響を与えるとされ

ている他、さらに周辺の文化施設が閉館した場合

は、札幌市の文化芸術活動への影響は非常に大き

なものになるとも言及されております。 

 これらを踏まえながら、３館体制の必要性につ

いて、庁内での検討を進めてまいりたいと考えて

おります。 
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 ４点目の、市民ホールの後継ホールの適正な規

模や機能、場所、特に重要と考えられる視点につ

いてのご質問でございます。調査結果によります

と、適正な規模は客席数1,500席以上であり、具

体機能としては、現市民ホールをベースとしつ

つ、同規模ホールの建設計画内容とも比較して設

定することが望ましく、適正な立地は利便性の高

い都心部であるとの内容でございました。 

 建設すると仮定した場合に、特に重要と考えら

れる視点でございますが、将来にわたって市民が

活用できる、市民が真に必要とする施設を目指す

べきであると認識しているところでございます。 

●ふじわら広昭委員  再質問いたしますけど

も、この調査では、2045年までは３館体制の維持

が必要とのことでありますが、札幌のホール事情

や文化芸術の振興促進の観点から、札幌市の多目

的ホールの在り方について、今一度検討すべきだ

と思いますが、どのように考えているのか伺いた

いと思います。 

●米森文化部長 先ほどの答弁と重複して恐縮で

ございますが、将来の利用状況予測は、札幌市の

人口の増減に伴う利用者数の変化にとどまらず、

環境の変化やコロナ禍からの回復傾向、新幹線延

伸等による来札人口の増加などを加味して算出し

た結果でございまして、今回の調査結果を踏まえ

ながら、引き続き適正な大規模多目的ホールの在

り方について、検討してまいりたいと考えており

ます。 

●ふじわら広昭委員  次の質問に移りますけれ

ども、やはりコロナとかあったので、どういうよ

うな利用者の予測というかのものは、調査する必

要があると思いますけれども、2019年にも、市民

文化局はホールの需要調査を行っていて、今回の

調査と同じように、2040年までは同程度の需要が

維持されることが予測されているという調査結果

を得ているわけですね。調査することは否定はい

たしませんけれども、やはり同じ調査をするので

あれば、どうやって札幌市民だけではなくて、多

くのファンに利用してもらえるのかと、そういう

調査を、私は加えるべきではなかったのかなとい

うふうに思うわけであります。 

 そういう意味では、人口が150万人ぐらいに将

来なるという予測がされておりますけれども、私

はやっぱり150万人ぐらいになっても、部長の答

弁があったように、札幌市民だけが必ずそこにコ

ンサートなどに来るわけでありませんので、やっ

ぱり道内や道外からも多くのファンが、本州のほ

うの公演でチケットが購入できなかったので、札

幌に来たいとかという、そういうさまざまな事情

もあると思うんですね。そういうことからする

と、札幌の人口だけで推計するのではなくて、幅

広く調査をして、今後の３館体制の在り方につい

て、再度検討をしていただくことを求めておきた

いと思います。 

 次は４項目め、札幌にふさわしいアーツカウン

シルの検討状況についてです。札幌市文化芸術創

造活動支援事業等評価検証委員会は、アーティス

トのステップアップ支援や文化芸術活動を通じた

地域活性化を目的として行っている札幌市文化芸

術創造活動支援事業に対する評価検証を行うため

に立ち上げ、当該委員会での議論も踏まえて、札

幌市に必要な文化芸術支援の仕組みなどを検討す

るとのことであり、2025年度は、札幌市のアーツ

カウンシル機能の在り方について検討することに

なっています。 

 そこで質問ですが、今年９月22日に第２回目の

委員会が開催されています。議題は一つとして、

札幌市文化芸術創造活動支援事業採択事業の状

況、二つ目には、札幌市におけるアーツカウンシ

ル機能の在り方についてです。 

 そこで２点質問します。質問の１点目は、アー

ツカウンシル機能の在り方について、それぞれの

各委員の意見や方向性は、どのように議論された

のか伺います。 

 質問の２点目は、アーツカウンシルの周知啓発

についてです。今後、札幌の文化芸術活動を発展

させていくために、市内で活動している個人・団

体のアーティストの皆様はもとより、札幌市民に
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も、アーツカウンシルの目的などを広めていかな

ければなりません。 

 そこで質問ですが、今後、アーツカウンシルの

市民理解を広め、市民とともに文化芸術活動を進

めていくために、どのような周知啓発イベントな

どを開催するのか伺いたいと思います。 

●米森文化部長  １点目のアーツカウンシルに

係る各委員の意見や方向性についてのご質問でご

ざいます。 

 現在実施中の創造活動支援事業は、専門性の高

い中間支援組織を通じたアーティストに対する伴

走支援であり、札幌に適したアーツカウンシル機

能の在り方を検討するための実証実験として実施

しております。 

 当該事業に対する委員会の主な意見としては、

一定期間、同じ事業内容により実証実験を行い、

検証材料を集めることが望ましいといった意見を

いただいたほか、他地域と比較しても類のない価

値のある取組であるという高い評価をいただいた

ところでございます。 

 また、アーツカウンシル機能の在り方の検討に

当たっては、札幌市の文化施策の理念を実現する

ために必要となる具体的な施策を検討し、その施

策が有効に作動していくための機能や体制につい

て、丁寧な検討を進めたいといった意見をいただ

いたところでございます。 

 ２点目の市民に対する周知啓発イベントの運営

についてでございます。市民に対する周知啓発イ

ベントにつきましては、まずは、12月に有識者に

よる基調講演や、市民と市内のアーティストが自

由に参加して、意見交換ができるワークショップ

を行うイベントを開催する予定でございます。 

 このイベントを通じて、アーツカウンシルと創

造活動支援事業を知っていただく機会にするとと

もに、ワークショップで出された意見を参考にし

て、札幌に適したアーツカウンシル機能の在り方

を検討することといたしたいと考えております。

また、今後も適宜ホームページやＳＮＳ等を活用

して情報発信を行い、市民理解を広めてまいりた

いと考えております。 

●ふじわら広昭委員  要望申し上げて、次の質

問に移りたいと思います。 

 要望の１点目は、やはり委員の皆さんから貴重

なご意見がたくさん出されております。ただ、委

員会もそうたくさん開催できるわけではありませ

んので、やはり今の検討委員会の中で、アーツカ

ウンシルの取組をどのように位置づけていき、そ

して、それが具体的に実行に移す、今後の新たな

文化芸術５年計画に、これをしっかり盛り込むた

めに、さらに議論を深めていただきたいと思いま

す。 

 私は、この間のこの議論の中で、今はそういう

市内の個人、もしくは団体の皆さんに、さまざま

な指導アドバイスを得ている中間組織的な扱いに

なっていますけども、それに加えて、私はやは

り、さらにその上に、全体をしっかりと見守って

いくというか、札幌市にもその文化施策の提言を

していけるような、そうした組織もそこにしっか

り組み入れていただきたいということを求めてき

ておりますので、そうしたこともしっかり議論を

していただきたいというふうに思います。 

 次は５項目め、天神山アートスタジオにおける

アーティスト・イン・レジデンス事業の拡充につ

いてです。天神山アートスタジオ札幌は、札幌市

が保有していた中期滞在宿泊施設、旧札幌天神山

国際ハウスを修繕し、用途を札幌市のゲストのた

めの宿泊施設から、創造的活動を行う人を支援す

る国際的なアーティスト・イン・レジデンス、略

称ＡＩＲの拠点へと変更し、再出発した札幌の文

化芸術施設であります。 

 同事業の目的は、アーティストの創造活動の提

供のほかに、市民交流、創造性の向上、札幌市の

文化芸術の発展となっています。 

 私は今年の予算特別委員会で、札幌市は素晴ら

しい事業を行っているものの、まちづくりや市民

との交流が同事業で生かされていないのではない

かと質問をしました。札幌市の行政評価委員会か

らも、同様の指摘がされていました。 



 

- 227 - 

 そこで３点質問いたします。質問の１点目は、

今年行われた天神山アートスタジオの管理運営業

務の仕様書をどのように改善し、入札した結果、

どのようになったのか伺います。 

 質問の２点目は、札幌国際芸術祭との連携につ

いてです。アーティスト・イン・レジデンス事業

の市民交流イベントや、国際交流、国際芸術祭と

の連携事業はどのように考えているのか、伺いま

す。 

 質問の３点目は、アーティスト・イン・レジデ

ンスの取組の札幌芸術の森などへの拡大について

です。今年の予算特別委員会でも取り上げまし

た。札幌芸術の森は、各種展覧会を開催する札幌

芸術の森美術館をはじめ、自然と一体となり、季

節の移り変わりとともに、アートが楽しめる野外

美術館や、木工房、陶芸工房など、制作体験が楽

しめる各種クラフトの工房が、森の中に点在して

います。 

 また、楽器の練習や演劇の稽古ができ、宿泊も

可能な貸し施設も備え、見るだけではなく、自ら

創作活動をするための設備も充実しています。 

 私は、ぜひとも自然豊かな札幌芸術の森におい

て、アーティストが芸術を創造し、札幌の文化芸

術を推進できる空間と考えています。 

 文化部長は、今年の予算特別委員会の答弁で、

天神山アートスタジオが築35年経過し、大規模修

繕の必要もあり、ほかの施設の活用の可能性など

も含め、新たなアーティスト・イン・レジデンス

事業の在り方について検討したいとのことであり

ました。 

 そこで質問ですが、アーティスト・イン・レジ

デンスの札幌芸術の森への拡大についての検討状

況について伺います。 

●米森文化部長  天神山アートスタジオに関す

るご質問、３点いただきました。 

 １点目の天神山アートスタジオの管理運営業務

における仕様書の変更点と改善結果についてお答

えいたします。今年度から運営要綱を改正し、滞

在スタジオを利用するアーティストに対して、市

民と交流することを必須化したことに伴いまし

て、仕様書においても、滞在アーティストと市民

との交流がより促進されるよう事業者に求めたと

ころでございます。 

 公募型企画競争により決定した事業者からは、

定期的に市民と滞在アーティストが交流できる

オープンスタジオという企画や、朝食会の提案が

あり、現在実施されているところでございます。 

 ２点目のアーティスト・イン・レジデンス事業

における市民交流イベントや国際芸術祭との連携

についてでございます。 

 先ほどご答弁させていただいた、滞在アーティ

ストと交流できるオープンスタジオなどのほか、

2024年、令和６年の国際芸術祭におきまして、天

神山アートスタジオが招聘したアーティストの

トークイベントに、小川秀明ディレクターをゲス

トに迎え、札幌国際芸術祭との連携事業を実施し

ております。 

 このような交流事業によりまして、市民や市内

アーティストが刺激を受け、創造性を育むことが

期待されるところであり、実際、札幌国際芸術祭

と連携してトークイベントを開催したアーティス

トの活動は、市内のアーティストによって引き継

がれ、２年経った現在においても活動が継続され

ており、大変有意義な取組であったと考えており

ます。 

 今後も国際芸術祭との連携も含めまして、市民

や市内アーティストが刺激を受ける機会の創出に

努めてまいりたいと考えております。 

 ３点目のアーティスト・イン・レジデンス事業

における札幌芸術の森への拡大についてでござい

ます。 

 天神山アートスタジオ以外の施設の活用や、今

後のアーティスト・イン・レジデンス事業の在り

方についての検討に当たりましては、今年度市内

アーティスト４名に対して、ヒアリングを実施い

たしました。 

 その結果、札幌芸術の森などの郊外での制作活

動につきましては、自然に囲まれ、大変よい環境
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であるとの評価がある一方で、地元の人と交流す

ることによる刺激や情報を得ることが難しいかも

しれないという意見があったほか、空き店舗を活

用するまちなかでの活動は、市民との交流が容易

であるとの意見が上がったところでございます。 

 引き続き、市内アーティストに限らず、より幅

広くヒアリングを行うことなどにより、札幌芸術

の森など、天神山スタジオ以外の施設の活用や、

今後のアーティスト・イン・レジデンス事業の在

り方を検討してまいりたいと考えております 

●ふじわら広昭委員  要望を申し上げて、最後

の質問に移りたいと思います。 

 今、部長の答弁では４人の方から、さまざまな

アドバイスご意見をいただいたということであり

ますけれども、多分それは札幌市内に在住する

アーティスト、芸術家の方だと思うんですね。や

はり市内の方の意見も聞く必要がありますけれど

も、やはり、これまで国内で来られた方、あるい

は海外の方との連絡が非常に難しい面もあります

けれども、幅広いそうしたアドバイスを得て、新

たな場所を確保していくという取組を、ぜひ求め

ておきたいと思います。 

 次は６項目め、札幌国際芸術祭2027終了後の

テーマやコンセプトについてです。 

 札幌芸術祭、略称ＳＩＡＦは３年に１度、札幌

で世界の最新作品に出会える特別なアートイベン

トです。開催期間中は、世界で活躍するアーティ

ストによる質の高い現代アート、メディアアート

の作品やプログラムが、市内各所の会場で展開さ

れます。 

 札幌国際芸術祭は、2014年に第１回、2017年に

第２回を開催しました。2020年は新型コロナウイ

ルス感染症の影響により中止となりましたが、Ｓ

ＩＡＦ2020特別編として、オンラインプログラム

や予定されていた企画の紹介展示を実施しまし

た。2024年には、初の冬季開催となるＳＩＡＦ

2024を開催し、六つの会場を中心に、アート作品

やプロジェクトを紹介しました。 

 次回の札幌国際芸術祭2027では、前回の2024の

取組をさらにアップデートし、冬季開催を継続し

ながら、札幌の独自性を生かし、札幌市民を中心

に、誰もが参加、体験しやすい芸術祭の実現を目

指すとしています。 

 さらに、初回開催からの歩みを、これからのＳ

ＩＡＦにしっかりとつなげるため、多様な団体や

企業などとの連携も深めるとともに、新たに４名

によるディレクターチーム体制を導入していま

す。 

 2027年、白い雪に包まれる札幌国際芸術祭は、

未来の人類と宇宙を巡る壮大な物語の舞台となり

ます。アーティスト、市民と共に人類、地球、宇

宙を再考し、雪の星、雪の惑星という自由で創造

的な場を通じて、未来への行動を呼びかけるこ

と、それがＳＩＡＦ2027のテーマ、ＰＬＡＮＥＴ 

ＳＮＯＷに込めた思いとなっています。 

 2027年札幌国際芸術祭は、既にこのコンセプト

で決まっているわけでありますが、私は芸術祭の

テーマやコンセプトが毎回変わるのではなくて、

札幌の知的財産を将来に育むことにつながる内容

にすべきではないかと思っています。 

 札幌はかつてゲームソフト開発・販売を行うハ

ドソンという会社がありました。桃太郎電鉄シ

リーズやボンバーマンシリーズなど、ファミコン

初のサードパーティーとして成長し、パソコン

ゲームでも大きなシェアを獲得しました。 

 残念ですがハドソンは、メインバンクだった北

海道拓殖銀行の経営破綻後、2005年にコナミグ

ループの完全子会社となり、2012年に吸収合併さ

れて消滅しております。その後、クリプトン社の

初音ミクは、ボーカロイドとして、特有のアイテ

ムとして、今世界を席巻しており、雪まつりなど

で観光客や札幌の市民に親しまれています。 

 また、ゴールデンカムイといった漫画が、国内

外に札幌、北海道の歴史、文化の発信や理解促進

につながる役割を果たしている事例もあります。 

 先ほども申し上げましたが、私は国際芸術祭の

テーマやコンセプトが毎回変わるのではなく、札

幌が有するデジタルアーツやアニメなどを恒常的



 

- 229 - 

なテーマやコンセプトとして進めていくべきであ

ると考えます。 

 そのことによって、文化芸術、そして観光や経

済の発展につながると思います。 

 第４期札幌市文化芸術基本計画の第３章、第４

期基本計画における文化振興施策の中で、ステー

ジ４の文化芸術の領域の拡大において、施策１と

して、文化芸術の創造性を生かした他分野連携や

新たなコンテンツなどの活用の重点取組として、

創造性あふれる多様多彩な文化芸術の展開とし

て、漫画などのポップカルチャーの活用や、異

ジャンル融合、異分野連携、実験的試みなどを通

じて、文化芸術の新たな可能性を探求するとなっ

ています。 

 そこで質問ですが、札幌国際芸術祭2027終了後

のテーマやコンセプトについて、私はぜひともこ

の重点事項を推進するため、ゴールデンカムイな

どの漫画など、ポップカルチャーを活用しなが

ら、国際芸術祭の重点コンセプトとして取り組む

べきではないかと思いますが、札幌市としてどの

ように考えているのか伺います。 

 また、基本計画の重点的な取組として、創造性

あふれる多様多彩な文化芸術の展開として、漫画

などのポップカルチャーの活用や異ジャンル融

合、異分野連携、実験的な試みなどを通じて、文

化芸術の新たな可能性を探求するために、どのよ

うな企画や検討を行っているのか、併せて伺いま

す。 

●山口国際芸術祭担当部長  札幌国際芸術祭

2027終了後のテーマやコンセプトについてお答え

いたします。 

 札幌国際芸術祭基本構想において、ＳＩＡＦは

創造都市さっぽろの象徴的な事業として、札幌の

歴史・文化、自然環境、ＩＴ、デザインといった

さまざまな資源をフルに生かし、新たな産業やラ

イフスタイルを創出し、さらにそれらを世界へ発

信する役割を担うこととしております。 

 委員ご指摘の、札幌が生み出したデジタルコン

テンツやポップカルチャーなどの知的財産も、基

本構想で触れている札幌のさまざまな資源の一つ

一つであると認識しております。 

 また、他分野との連携についてですが、ＳＩＡ

Ｆ2024において、芸術祭を未来に向けた実験区と

位置づけ、最先端のテクノロジーを活用した芸術

作品や体験プログラムといった多様多彩な文化芸

術の展開を、主に企業連携で実施したところであ

り、ＳＩＡＦ2027に向けても、引き続き取り組ん

でいるところでございます。 

 ＳＩＡＦ2027終了後の札幌国際芸術祭のテーマ

やコンセプトにつきましては、札幌のさまざまな

資源の活用や他分野連携などとともに、ＳＩＡＦ

2027までの開催実績や効果などを踏まえ、今後検

討してまいりたいと考えてございます。 

●ふじわら広昭委員  要望を申し上げて、質問

を終わりたいと思います。 

 2027年以降の関係でありますので、今後いろい

ろな検証もして、比較をしていかなければならな

いというふうに思いますけれども、ぜひこの基本

計画に定められております施策として、実現を

しっかりとしていただきたいと思います。 

 そしてまた、札幌らしさが重要だと思うんです

ね。私ども市議会でも、今年８月に、香川県の国

際芸術祭を視察をしてまいりました。そこにはや

はり、私達が驚くような地域の資源を有効活用し

て取り組んでいるところでございますので、ぜひ

札幌も、そうした札幌らしさということをしっか

り持っていただくと同時に、初音ミクやゴールデ

ンカムイなどについては、著作権に対する手続き

なども必要でありますので、そうした準備をでき

るだけ早く進めていただき、子どもから大人ま

で、そしてまた海外の方にも親しみのある札幌国

際芸術祭となるよう企画を求めて、質問を終わり

ます。 

●丸岡守幸委員  私からは、アイヌ工芸品等の

常設販売店のＰＯＲＳＥについて伺います。 

 アイヌ工芸品の販売事業は、平成29年から臨時

の販売会の形で実施されてきたところでございま

すが、昨年12月、地下鉄南北線大通駅コンコース
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横に、常設販売店のＰＯＲＳＥが設置されまし

た。 

 自分たちの文化や作品を広く手に取って見ても

らえる場所は、札幌のアイヌの方々の長年の悲願

であり、それが実現したことは大変喜ばしいこと

であります。 

 私は、道外から知人や友人が訪ねてきた際は、

南区小金湯のサッポロピリカコタンやＰＯＲＳＥ

を案内することがありますが、お連れした人は工

芸品を購入したり、民族衣装を着て写真を撮った

りと、皆さん大変喜んでおられます。 

 そこで最初の質問でございますが、最も新しい

施設でありますＰＯＲＳＥですが、改めてＰＯＲ

ＳＥを運営する目的について、いかがか伺いま

す。 

●田口市民生活部長  私から、工芸品等常設販

売店ＰＯＲＳＥの運営目的についてお答えいたし

ます。 

 目的としては、３点大きくございます。 

 一つ目が、アイヌ文化への興味の喚起、アイヌ

工芸品の認知度の向上でございます。 

 二つ目が、アイヌ民族の社会的・経済的地位の

向上でございます。 

 三つ目が、アイヌ文化の継承及び担い手育成の

観点からのアイヌ工芸の振興でございます。 

 この三つの目的の中でも、とりわけ、アイヌ文

化の担い手育成につきましては、技術を身につけ

た後、それを生かすことができる受皿、こちらが

なければ、伝統工芸の挑戦の裾野が広がっていか

ないというような専門家からの意見もございまし

たことから、担い手育成の一環といたしまして、

ＰＯＲＳＥは重要な役割を担っていると認識して

おるところでございます。 

 現在15の個人・団体からの出品がございます

が、引き続きアイヌ文化の担い手を支援する受皿

としての役割をはじめとする目的の達成を目指し

てまいりたいと考えています。 

●丸岡守幸委員  今お聞きいたしまして、ＰＯ

ＲＳＥは、アイヌ文化の担い手を育成するという

一端も担っているということでございました。 

 文化・技術の伝承・育成には、長い時間と多大

な労力がかかるというふうに考えられます。行政

としましては、財政的にもぜひ長い目で取り組ん

でいただきまして、出品者が切磋琢磨して、互い

に高め合える場となることを、そして、新しい担

い手の方々が増えていくことを大いに期待をして

おります。 

 一方で、商品を販売する店舗である以上、作ら

れたものが、来店者のニーズと合っていることも

大切な要素であると考えられます。昨年、オープ

ニングセレモニーに参加させていただきまして、

大変盛り上がったオープニングセレモニーだった

んですけれども、あれからまもなくＰＯＲＳＥの

開店から１年がたとうとしており、その間、出品

者や来店者の方々から、さまざまな反応が得られ

たんじゃないかというふうに考えております。 

 そこで二つ目の質問でございますが、開店から

現在までのＰＯＲＳＥにおける成果と課題につき

まして、いかがか伺います。 

●田口市民生活部長  ＰＯＲＳＥ開店における

成果と課題についてでございます。 

 まず成果といたしましては、昨年まで臨時販売

会をチ・カ・ホのほうで行っておりましたが、こ

ちらでは見られなかった１点で５万円を超えるよ

うな高額商品の購入でありますとか、贈答品とし

てまとまった量の購入があるほか、固定客、俗に

いうリピーターも、徐々に増えてきているという

状況にございます。 

 これはやはり昨年までと違いまして、常設店と

いうことが、購入されるお客様の安心感につなが

りまして、需要の掘り起こしにつながっているん

ではないかと推察しているところでございます。 

 一方、課題といたしましては、500点を超える

商品の種類とそれぞれの魅力、さらには作り手で

ある出品者についての情報などは、購買意欲に訴

えかける重要な要素と考えるところなのですが、

なかなか十分に伝えきれていないところがあると

も感じているところでございます。 
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 加えて、魅力的な商品を常に取りそろえておく

ためには、出品者数、出品していただく方の数を

増やしていくこと、また、商品や出品者について

より深く知ってもらい、店舗への関心を高めるこ

とを通じまして、来店者、販売額を共に一層増や

していくことが課題であると認識しているところ

でございます。 

●丸岡守幸委員  今答弁いただきまして、その

成果と課題につきまして了解いたしました。まと

まった購入ですとか、リピーターが増えている、

そういったことは大変喜ばしいことだと思いま

す。 

 そしてその一方、これまでと同じやり方では、

大きな効果は見込めないのではないかというふう

に危惧しております。 

 先日、私サッポロピリカコタンを訪問しまし

て、ちょうどイベントが開催されていた日であっ

たためか、大変にぎわっておりました。木彫りや

刺しゅうなどを体験できる場所の横には、アイヌ

の工芸品の販売ブースが大きく新しく設けられて

いたり、講師の方々から詳しい話をお聞きした後

に、商品を購入できる環境は大変魅力的であると

感じたところであります。このように、商品に興

味を持ってもらえるきっかけが販売につながって

くるんではないかと考えております。 

 また、市民の皆さんはもちろんのこと、観光客

の方々にもＰＯＲＳＥを知ってもらい、足を運ん

でもらう取組がより一層必要であるような気がし

ます。 

 そこで最後の質問でございますが、今後、どの

ようにＰＯＲＳＥの運営を展開していくおつもり

か、いかがか伺います。 

●田口市民生活部長  今後のＰＯＲＳＥの展開

についてでございます。 

 ＰＯＲＳＥの店舗運営につきましては、民間企

業の有するノウハウを取り入れるため、本年10月

からの新しい契約については、企画競争、プロ

ポーザルによる入札を行ったところでございま

す。 

 この新しい契約におきましては、店舗運営に加

え、ＰＯＲＳＥ横にございます、アイヌ文化ＰＲ

スペースの一体的な運用も開始したところでござ

います。 

 このスペースにおきましては、出品者の方々の

協力も得ながら、ワークショップなどのイベント

を実施し、出品者と商品を結びつけた魅力発信を

していく予定でございます。 

 また、店舗の存在はもとより、出品者や商品に

ついてより広く知ってもらうため、インスタグラ

ムなどのＳＮＳアカウントを新たに開設し、日常

的な情報発信も開始したところでございます。 

 店舗周辺のにぎわい創出及び興味を喚起するた

めの情報発信を両輪に据えまして、物品販売など

を通じたアイヌ文化の発信に、引き続き取り組ん

でまいりたいと考えております。 

●丸岡守幸委員  今、今後の展開について確認

させていただきまして、大変楽しみにしておりま

す。今後、新たな広報を含めまして、期待してお

りますが、単なる商品の販売スペースとしてだけ

ではなくて、今後一層広くアイヌ文化や歴史を

知ってもらえる場としていただくことを求めまし

て、私の質問を終わらせていただきます。 

●松原淳二委員長  以上で、第２項 市民生活

費中関係分の質疑を終了いたします。 

 以上で、本日の質疑を終了いたします。 

 次回の委員会ですが、10月23日木曜日午後１時

から、子ども未来局関係の質疑を行いますので、

定刻までにご参集ください。 

 本日は、これをもちまして散会いたします。 

    ―――――――――――――― 

      散 会 午後３時34分 

 


